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新
旧

対
照

表
（

2月
定

例
会

協
議

以
降

）

意
見

N
O

該
当

ペ
ー

ジ
新

（
３

月
議

案
）

旧
 （

２
月

協
議

）
修

正
内

容
備

考

1
10

～
22

レ
イ

ア
ウ

ト
調

整
改

ペ
ー

ジ
箇

所
を

修
正

２
月

定
例

会
協

議
の

意
見

2
11

施
策

３
　

IC
T教

育
の

推
進

成
果

・
小

・
中

学
校

共
に

学
習

者
用

端
末

の
仕

様
(O

S)
の

統
一

に
よ

り
IC

T教
育

の
学

習
環

境
を

整
備

し
ま

し
た

。

施
策

３
　

IC
T教

育
の

推
進

成
果

・
小

・
中

学
校

共
に

学
習

者
端

末
の

仕
様

(O
S)

の
統

一
に

よ
り

IC
T教

育
の

学
習

環
境

を
整

備
し

ま
し

た
。

文
言

修
正

3
13

、
56

「
安

全
・

安
心

」
安

心
・

安
全

給
食

の
計

画
の

表
現

に
合

わ
せ

修
正

4
23

～
25

「
第

3期
計

画
に

お
け

る
実

績
値

の
比

較
」

を
追

記
（

新
規

）
２

月
定

例
会

協
議

の
意

見

5
38

施
策

体
系

目
標

２
　

豊
か

な
心

の
育

成
ス

ク
ー

ル
ロ

イ
ヤ

ー
の

効
果

的
な

活
用

施
策

体
系

目
標

２
　

豊
か

な
心

の
育

成
ス

ク
ー

ル
ロ

イ
ヤ

ー
の

活
用

本
文

の
と

お
り

修
正

6
39

施
策

体
系

目
標

５
　

多
様

な
ニ

ー
ズ

に
対

応
し

た
教

育
の

推
進

関
係

機
関

と
の

協
力

と
連

携
の

推
進

施
策

体
系

目
標

５
　

多
様

な
ニ

ー
ズ

に
対

応
し

た
教

育
の

推
進

各
学

校
種

間
の

協
力

と
連

携
の

推
進

本
文

の
と

お
り

修
正

7
40

、
86

目
標

８
　

生
涯

に
わ

た
る

豊
か

な
学

び
の

推
進

施
策

２
４

　
学

び
を

支
え

る
体

制
の

推
進

主
な

取
組

　
四

つ
目

▶
生

涯
学

習
推

進
体

制
の

充
実

目
標

８
　

生
涯

に
わ

た
る

豊
か

な
学

び
の

推
進

施
策

２
４

　
学

び
を

支
え

る
体

制
の

推
進

主
な

取
組

　
四

つ
目

▶
生

涯
学

習
推

進
体

制
の

整
備

文
言

修
正

8
42

～
10

0
本

文
中

の
指

標
現

状
値

本
文

中
の

指
標

現
況

値
文

言
修

正

9
50

主
な

取
組

▶
児

童
生

徒
の

諸
課

題
に

対
応

す
る

た
め

の
生

徒
指

導
体

制
の

充
実

②
  長

期
欠

席
状

態
の

児
童

生
徒

に
対

し
て

、
よ

り
良

い
成

長
と

自
立

を
促

し
、

学
校

復
帰

及
び

社
会

的
自

立
を

目
指

し
た

指
導

支
援

を
行

う
教

育
相

談
対

応
、

学
校

適
応

指
導

教
室

、
校

内
教

育
支

援
ル

ー
ム

（
SS

R
：

ス
ペ

シ
ャ

ル
サ

ポ
ー

ト
ル

ー
ム

）
の

運
営

を
行

い
ま

す
。

主
な

取
組

▶
児

童
生

徒
の

諸
課

題
に

対
応

す
る

た
め

の
生

徒
指

導
体

制
の

充
実

②
  長

期
欠

席
状

態
の

児
童

生
徒

に
対

し
て

、
よ

り
良

い
成

長
と

自
立

を
促

し
、

学
校

復
帰

及
び

社
会

的
自

立
を

目
指

し
た

指
導

支
援

を
行

う
教

育
相

談
対

応
、

学
校

適
応

指
導

教
室

、
校

内
支

援
ル

ー
ム

の
運

営
を

行
い

ま
す

。

文
言

修
正

10
59

目
標

４
　

自
立

す
る

力
の

育
成

施
策

１
０

　
キ

ャ
リ

ア
教

育
・

職
業

教
育

の
推

進
　

現
状

と
課

題
一

つ
目

〇
  社

会
の

中
で

自
ら

の
役

割
を

果
た

し
な

が
ら

、
自

分
ら

し
い

生
き

方
を

実
現

し
て

い
く

た
め

に
は

、
社

会
人

・
職

業
人

と
し

て
の

基
礎

と
な

る
知

識
・

技
能

な
ど

を
身

に
付

け
る

こ
と

が
大

切
で

す
。

そ
の

た
め

、
各

学
校

段
階

に
応

じ
た

体
系

的
・

系
統

的
な

キ
ャ

リ
ア

教
育

・
職

業
教

育
を

推
進

し
、

児
童

生
徒

が
学

ぶ
こ

と
と

自
己

の
将

来
と

の
つ

な
が

り
を

見
通

し
な

が
ら

、
社

会
的

・
職

業
的

自
立

に
向

け
て

基
盤

と
な

る
資

質
・

能
力

を
育

成
す

る
取

組
を

通
じ

て
、

一
人

一
人

の
キ

ャ
リ

ア
発

達
を

促
進

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

目
標

４
　

自
立

す
る

力
の

育
成

施
策

１
０

　
キ

ャ
リ

ア
教

育
・

職
業

教
育

の
推

進
　

現
状

と
課

題
一

つ
目

〇
  社

会
の

中
で

自
分

の
役

割
を

果
た

し
な

が
ら

、
自

分
ら

し
い

生
き

方
を

実
現

し
て

い
く

た
め

に
は

、
社

会
人

・
職

業
人

と
し

て
の

基
礎

と
な

る
知

識
・

技
能

な
ど

を
身

に
付

け
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

た
め

に
は

、
各

学
校

段
階

に
応

じ
た

体
系

的
・

系
統

的
な

キ
ャ

リ
ア

教
育

・
職

業
教

育
を

推
進

し
、

児
童

生
徒

が
、

学
ぶ

こ
と

と
自

己
の

将
来

と
の

つ
な

が
り

を
見

通
し

な
が

ら
、

社
会

的
・

職
業

的
自

立
に

向
け

て
必

要
と

な
る

資
質

・
能

力
を

育
成

す
る

取
組

を
通

じ
て

、
社

会
の

中
で

自
分

の
役

割
を

果
た

し
な

が
ら

、
自

分
ら

し
い

生
き

方
を

実
現

し
て

い
く

キ
ャ

リ
ア

発
達

の
取

組
を

促
進

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

文
言

修
正

1



新
旧

対
照

表
（

2月
定

例
会

協
議

以
降

）

意
見

N
O

該
当

ペ
ー

ジ
新

（
３

月
議

案
）

旧
 （

２
月

協
議

）
修

正
内

容
備

考

11
65

▶
不

登
校

児
童

生
徒

へ
の

支
援

の
推

進
②

  各
校

が
設

置
し

た
校

内
教

育
支

援
ル

ー
ム

（
SS

R
：

ス
ペ

シ
ャ

ル
サ

ポ
ー

ト
ル

ー
ム

）
に

、
サ

ポ
ー

ト
ル

ー
ム

テ
ィ

ー
チ

ャ
ー

(S
RT

)を
配

置
し

、
自

分
の

ク
ラ

ス
に

入
り

づ
ら

い
児

童
生

徒
が

、
落

ち
着

い
た

空
間

の
中

で
自

分
に

合
っ

た
ペ

ー
ス

で
学

習
・

生
活

で
き

る
環

境
整

備
を

推
進

し
ま

す
。

▶
不

登
校

児
童

生
徒

へ
の

支
援

の
推

進
②

  各
校

が
設

置
し

た
ス

ペ
シ

ャ
ル

サ
ポ

ー
ト

ル
ー

ム
（

SS
R）

に
、

サ
ポ

ー
ト

ル
ー

ム
テ

ィ
ー

チ
ャ

ー
(S

RT
)を

配
置

し
、

自
分

の
ク

ラ
ス

に
入

り
づ

ら
い

児
童

生
徒

が
、

落
ち

着
い

た
空

間
の

中
で

自
分

に
合

っ
た

ペ
ー

ス
で

学
習

・
生

活
で

き
る

環
境

整
備

を
推

進
し

ま
す

。

12
69

③
  帰

国
児

童
生

徒
や

外
国

人
児

童
生

徒
な

ど
が

学
校

生
活

へ
円

滑
に

適
応

で
き

る
よ

う
、

学
校

か
ら

の
要

請
に

基
づ

い
て

日
本

語
指

導
職

員
を

派
遣

し
、

日
本

語
指

導
が

必
要

な
児

童
生

徒
に

対
す

る
教

育
支

援
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

③
  帰

国
児

童
生

徒
・

外
国

人
児

童
生

徒
な

ど
が

学
校

生
活

へ
円

滑
に

適
応

で
き

る
よ

う
、

学
校

か
ら

の
要

請
に

基
づ

い
て

日
本

語
指

導
職

員
を

派
遣

し
、

日
本

語
指

導
が

必
要

な
児

童
生

徒
に

対
す

る
教

育
支

援
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

文
言

修
正

13
72

目
標

６
　

新
し

い
時

代
の

学
び

に
ふ

さ
わ

し
い

教
育

環
境

づ
く

り
の

推
進

施
策

１
７

　
学

校
の

組
織

運
営

改
善

　
現

状
と

課
題

四
つ

目
〇

  学
校

は
、

保
護

者
や

地
域

住
民

の
要

望
を

把
握

し
、

そ
れ

を
学

校
運

営
に

活
か

す
こ

と
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
そ

し
て

、
地

域
の

人
々

と
協

力
し

て
み

ん
な

が
「

魅
力

あ
る

学
校

づ
く

り
」

を
進

め
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

目
標

６
　

新
し

い
時

代
の

学
び

に
ふ

さ
わ

し
い

教
育

環
境

づ
く

り
の

推
進

施
策

１
７

　
学

校
の

組
織

運
営

改
善

　
現

状
と

課
題

四
つ

目
〇

 学
校

は
、

保
護

者
や

地
域

住
民

の
願

い
を

把
握

し
、

学
校

運
営

に
反

映
さ

せ
る

と
と

も
に

、
地

域
と

と
も

に
「

魅
力

あ
る

学
校

づ
く

り
」

を
行

う
こ

と
が

必
要

で
す

。

文
言

修
正

14
76

③
  各

学
校

で
心

肺
蘇

生
法

研
修

の
体

験
的

な
学

習
を

実
施

し
、

緊
急

時
に

お
け

る
適

切
な

行
動

を
身

に
付

け
さ

せ
る

と
と

も
に

、
命

を
大

切
に

す
る

心
や

共
助

の
精

神
の

醸
成

を
図

り
ま

す
。

③
  各

学
校

で
心

肺
蘇

生
法

研
修

の
体

験
的

な
学

習
を

実
施

し
、

緊
急

時
に

お
け

る
適

切
な

行
動

を
身

に
付

け
さ

せ
と

と
も

に
、

命
を

大
切

に
す

る
心

や
共

助
の

精
神

の
醸

成
を

図
り

ま
す

。

文
言

修
正

15
78

目
標

６
　

新
し

い
時

代
の

学
び

に
ふ

さ
わ

し
い

教
育

環
境

づ
く

り
の

推
進

JI
S規

格
に

準
拠

し
た

机
の

整
備

割
合

現
状

値
（

R
7）

目
標

６
　

新
し

い
時

代
の

学
び

に
ふ

さ
わ

し
い

教
育

環
境

づ
く

り
の

推
進

JI
S規

格
に

準
拠

し
た

机
の

整
備

割
合

現
状

値

こ
こ

の
み

R7
の

実
績

値
で

あ
る

た
め

文
言

修
正

16
87

指
標

２
５

　
人

を
つ

な
ぎ

未
来

へ
つ

な
ぐ

学
習

機
会

の
展

開
主

な
取

組
　

三
つ

目
▶

産
学

官
民

の
連

携
②

  市
民

へ
、

よ
り

高
度

か
つ

多
様

な
学

習
機

会
を

提
供

す
る

た
め

、
民

間
企

業
と

の
協

働
・

連
携

を
進

め
て

い
き

ま
す

。

指
標

２
５

　
人

を
つ

な
ぎ

未
来

へ
つ

な
ぐ

学
習

機
会

の
展

開
主

な
取

組
　

三
つ

目
▶

産
学

官
民

の
連

携
②

 行
政

と
企

業
と

の
協

働
に

よ
っ

て
、

よ
り

高
度

で
多

様
な

学
習

機
会

を
市

民
に

提
供

す
る

た
め

の
、

企
業

と
連

携
し

て
い

き
ま

す
。

文
言

修
正

17
91

,1
05

公
民

館
講

座
参

加
者

ア
ン

ケ
ー

ト
「

今
ま

で
に

ど
の

く
ら

い
公

民
館

講
座

に
参

加
さ

れ
ま

し
た

か
」

と
い

う
質

問
に

「
は

じ
め

て
」

と
回

答
し

た
人

の
割

合
。

公
民

館
講

座
参

加
者

ア
ン

ケ
ー

ト
「

今
ま

で
に

ど
の

く
ら

い
公

民
館

講
座

に
参

加
さ

れ
ま

し
た

か
」

と
い

う
質

問
に

「
は

じ
め

て
」

と
回

答
の

あ
っ

た
割

合
。

表
現

統
一

18
92

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
施

策
27

　
文

化
芸

術
の

振
興

　
現

状
と

課
題

　
二

つ
目

〇
 文

化
芸

術
へ

の
理

解
を

深
め

る
た

め
に

、
文

化
芸

術
活

動
を

行
う

市
民

が
自

主
的

か
つ

積
極

的
に

取
り

組
む

こ
と

が
で

き
る
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、

市
民

が
気

軽
に

文
化

芸
術

に
触

れ
ら

れ
る

よ
う

な
場

を
作

る
こ

と
が

必
要

で
す

。

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
施

策
27

　
文

化
芸

術
の

振
興

　
現

状
と

課
題

　
二

つ
目

〇
  文

化
芸

術
活

動
を

行
う

市
民

が
自

主
的

か
つ

積
極

的
に

取
り

組
み

、
ま

た
市

民
が

気
軽

に
文

化
芸

術
に

触
れ

る
機

会
を

提
供

す
る

と
と

も
に

、
文

化
芸

術
へ

の
理

解
を

深
め

る
機

会
を

つ
く

る
こ

と
が

必
要

で
す

。

文
言

修
正

2



新
旧

対
照

表
（

2月
定

例
会

協
議

以
降

）

意
見

N
O

該
当

ペ
ー

ジ
新

（
３

月
議

案
）

旧
 （

２
月

協
議

）
修

正
内

容
備

考

19
94

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
施

策
28

　
文

化
財

の
保

護
　

主
な

取
組

一
つ

目
▶

文
化

財
の

調
査

と
指

定
・

登
録

及
び

保
存

①
  文

化
財

の
調

査
を

行
い

、
指

定
・

登
録

を
進

め
る

と
と

も
に

、
指

定
・

登
録

さ
れ

て
い

な
い

文
化

財
も

含
め

、
地

域
総

が
か

り
に

よ
る

次
世

代
へ

の
継

承
を

目
的

と
し

た
保

存
用

地
計

画
の

策
定

に
つ

い
て

検
討

し
ま

す
。

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
施

策
28

　
文

化
財

の
保

護
　

主
な

取
組

一
つ

目
▶

文
化

財
の

調
査

と
指

定
・

登
録

及
び

保
存

①
  保

護
の

対
象

と
な

る
文

化
財

の
調

査
を

行
い

、
次

世
代

へ
の

継
承

を
目

的
と

し
た

地
域

社
会

総
が

か
り

に
よ

る
保

存
・

管
理

を
行

い
ま

す
。

文
言

修
正

20
94

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
施

策
28

　
文

化
財

の
保

護
　

主
な

取
組

二
つ

目
▶

「
上

尾
の

摘
田

・
畑

作
用

具
」

の
保

存
・

活
用

①
  国

指
定

重
要

有
形

民
俗

文
化

財
「

上
尾

の
摘

田
・

畑
作

用
具

」
に

つ
い

て
、

保
存

環
境

の
改

善
を

図
る

と
と

も
に

、
文

化
財

の
重

要
性

に
つ

い
て

情
報

発
信

を
し

て
い

き
ま

す
。

②
  適

切
な

保
存

と
活

用
を

図
る

た
め

の
計

画
の

策
定

に
つ

い
て

検
討

し
ま

す
。

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
施

策
28

　
文

化
財

の
保

護
　

主
な

取
組

二
つ

目
▶

「
上

尾
の

摘
田

・
畑

作
用

具
」

の
保

存
・

活
用

①
  国

指
定

重
要

有
形

民
俗

文
化

財
「

上
尾

の
摘

田
・

畑
作

用
具

」
に

つ
い

て
、

適
切

な
保

存
と

活
用

を
図

る
た

め
、

展
示

方
法

・
情

報
発

信
の

あ
り

方
を

検
討

し
ま

す
。

文
言

修
正

21
96

,1
05

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
指

標
名

：
文

化
芸

術
事

業
の

満
足

度

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
指

標
名

：
文

化
芸

術
事

業
の

ア
ン

ケ
ー

ト
で

「
大

変
充

実
し

て
い

る
」

ま
た

は
「

充
実

し
て

い
る

」
と

回
答

を
受

け
た

割
合

表
現

統
一

22
96

,1
05

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
指

標
名

：
指

定
・

登
録

文
化

財
件

数
現

状
値

：
12

3 件
→

目
標

値
：

12
4件

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
指

標
名

：
指

定
・

登
録

文
化

財
件

数
現

状
値

：
12

2 件
→

目
標

値
：

12
4件

現
状

値
の

修
正

23
96

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
指

標
名

：
整

理
・

刊
行

さ
れ

た
歴

史
資

料
の

目
録

点
数

現
状

値
：

26
点

→
目

標
値

：
27

点
目

標
値

の
根

拠
：

古
文

書
等

の
目

録
を

作
成

す
る

際
の

流
れ

と
し

て
、

収
集

あ
る

い
は

寄
贈

さ
れ

た
資

料
の

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

、
状

態
に

よ
っ

て
は

補
修

を
行

っ
た

う
え

で
、

専
門

家
が

文
書

内
容

を
読

み
解

き
な

が
ら

分
類

し
、

解
題

な
ど

を
付

し
て

目
録

と
し

て
ま

と
め

て
刊

行
す

る
。

資
料

群
の

量
と

質
、

保
存

状
態

な
ど

に
よ

り
目

録
作

成
に

要
す

る
時

間
は

一
様

で
は

な
い

た
め

、
現

状
の

作
業

量
を

加
味

し
て

目
標

値
を

設
定

。

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
指

標
名

：
整

理
・

刊
行

さ
れ

た
歴

史
資

料
の

目
録

点
数

現
状

値
：

20
点

→
目

標
値

：
21

点
目

標
値

の
根

拠
：

古
文

書
等

の
目

録
を

作
成

の
流

れ
と

し
て

、
収

集
あ

る
い

は
寄

贈
さ

れ
た

資
料

の
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
、

状
態

に
よ

っ
て

は
補

修
を

行
っ

た
う

え
で

、
専

門
家

が
文

書
内

容
を

読
み

解
き

な
が

ら
分

類
し

、
解

題
な

ど
を

付
し

て
目

録
と

し
て

ま
と

め
て

刊
行

す
る

。
資

料
群

の
量

と
質

、
保

存
状

態
な

ど
に

よ
り

目
録

作
成

に
要

す
る

時
間

は
一

様
で

は
な

い
た

め
、

現
状

の
作

業
量

を
加

味
し

て
目

標
値

を
設

定
。

現
状

値
と

目
標

値
の

修
正

24
10

5
目

標
９

　
文

化
芸

術
の

振
興

と
伝

統
文

化
の

継
承

指
標

名
：

整
理

・
刊

行
さ

れ
た

歴
史

資
料

の
目

録
点

数
現

状
値

：
26

点
→

目
標

値
：

27
点

目
標

９
　

文
化

芸
術

の
振

興
と

伝
統

文
化

の
継

承
指

標
名

：
整

理
・

刊
行

さ
れ

た
歴

史
資

料
の

目
録

点
数

現
状

値
：

12
2件

→
目

標
値

：
12

4件

現
状

値
と

目
標

値
の

修
正

２
月

定
例

会
協

議
の

意
見

25
11

0
令

和
６

年
度

第
2回

上
尾

市
総

合
教

育
会

議
令

和
7年

度
第

１
回

上
尾

市
総

合
教

育
会

議
令

和
7年

度
第

2回
上

尾
市

総
合

教
育

会
議

総
合

教
育

会
議

名
称

変
更

3



新
旧

対
照

表
（

2月
定

例
会

協
議

以
降

）

意
見

N
O

該
当

ペ
ー

ジ
新

（
３

月
議

案
）

旧
 （

２
月

協
議

）
修

正
内

容
備

考

26
11

1

用
語

集
D

M
F保

有
数

(D
+

M
+

F）
/検

査
人

数
＝

一
人

平
均

D
M

F保
有

数
。

過
去

に
む

し
歯

に
な

っ
た

こ
と

が
あ

る
か

ど
う

か
を

数
値

で
表

し
た

も
の

で
、

数
値

が
高

い
ほ

ど
む

し
歯

が
多

い
こ

と
に

な
る

。
D

M
Fは

D
ec

ay
ed

 t
ee

th
（

む
し

歯
を

治
療

し
て

い
な

い
歯

）
、

M
is

si
ng

 t
ee

th
 b

ec
au

se
 o

f c
ar

ie
s（

む
し

歯
を

抜
い

て
し

ま
っ

た
歯

）
、

Fi
lle

d 
te

et
h（

む
し

歯
を

治
し

た
歯

）
の

略
。

（
新

規
）

「
第

3期
計

画
に

お
け

る
実

績
値

の
比

較
」

に
伴

い
追

加

27
11

1

用
語

集
ES

D
Ed

uc
at

io
n 

fo
r 

Su
st

ai
na

bl
e 

D
ev

el
op

m
en

t(
持

続
可

能
な

開
発

の
た

め
の

教
育

)の
略

で
持

続
可

能
な

社
会

を
実

現
し

て
い

く
こ

と
を

目
指

し
て

行
う

学
習

・
教

育
活

動
を

指
す

。

用
語

集
ES

D
Ed

uc
at

io
n 

fo
r 

Su
st

ai
na

bl
e 

D
ev

el
op

m
en

tの
略

で
「

持
続

可
能

な
開

発
の

た
め

の
教

育
」

を
指

す
。

文
言

修
正

28
11

3

用
語

集
（

新
規

）
校

内
教

育
支

援
ル

ー
ム

（
SS

R
：

ス
ペ

シ
ャ

ル
サ

ポ
ー

ト
ル

ー
ム

)
在

籍
す

る
児

童
生

徒
が

登
校

は
で

き
る

が
教

室
に

入
れ

な
い

時
や

、
少

し
気

持
ち

を
落

ち
着

か
せ

て
リ

ラ
ッ

ク
ス

し
た

い
時

に
利

用
で

き
る

学
校

内
の

空
き

教
室

等
を

活
用

し
て

設
置

し
た

居
場

所
。

用
語

集
（

削
除

）
ス

ペ
シ

ャ
ル

サ
ポ

ー
ト

ル
ー

ム
（

SS
R)

在
籍

す
る

児
童

生
徒

が
登

校
は

で
き

る
が

教
室

に
入

れ
な

い
時

や
、

少
し

気
持

ち
を

落
ち

着
か

せ
て

リ
ラ

ッ
ク

ス
し

た
い

時
に

利
用

で
き

る
学

校
内

の
空

き
教

室
等

を
活

用
し

て
設

置
し

た
居

場
所

。

文
言

修
正

・
掲

載
場

所
移

動

29
11

4

用
語

集
支

援
籍

障
害

の
あ

る
児

童
生

徒
が

在
籍

す
る

学
校

又
は

学
級

以
外

で
、

必
要

な
学

習
活

動
を

行
う

た
め

に
置

く
本

県
独

自
の

学
籍

。
例

え
ば

、
特

別
支

援
学

校
に

在
籍

す
る

児
童

生
徒

が
居

住
地

の
小

・
中

学
校

に
「

支
援

籍
」

を
置

く
こ

と
に

よ
り

、
同

じ
学

校
の

ク
ラ

ス
メ

イ
ト

と
し

て
一

定
程

度
の

学
習

活
動

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

（
新

規
）

新
規

追
加

4



上
尾
市
い
じ
め
の
防
止
等
の
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
令
和
８
年
４
月
改
訂
版
（
予
定
）
）
に
係
る
新
旧
対
照
表
 

 
改
正
前
 

改
訂
後
 

頁
 

改
訂
理
由
 

１
 

改
訂
の
概
要
 

令
和

５
年
２
月
８
日
付
け
教
生
指
第
７

２
９

号

で
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
か
ら
、
い
じ
め
問
題

へ
の
的
確
な
対
応
に
向
け
た
警
察
と
の
連
携
等
の

徹
底
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
。
本
市
に
お
い
て

も
、
い
じ
め
問
題
に
対
し
、
法
な
ど
を
も
と
に
、
対

応
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
通
知
に
あ

る
よ
う
に
、
い
じ
め
問
題
に
対
し
て
は
、
よ
り
一
層
、

警
察
と
の
連
携
等
が
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
学
校
が
警
察
と
の
連
携
等
を
ど
の
よ

う
に
行
う
か
を
示
す
こ
と
で
、
い
じ
め
問
題
が
早
期

に
解
決
で
き
る
よ
う
、
一
部
改
訂
を
す
る
も
の
で
あ

る
。
 

改
訂
の
経
緯
 

令
和

７
年

１
０

月
２

７
日

に
上

尾
市

い
じ

め
問

題
再
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
報
告
書
が
公
表
さ

れ
、
令
和
７
年
１
０
月
３
０
日
付
け
上
総
第
８
０
１

号
に
て
、
調
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
７
項
目
の
提

言
に
つ
い
て
再
発
防
止
策
を
実
施
す
る
よ
う
市
長

よ
り
通
知
を
受
け
た
。
 

加
え
て
、
令
和
７
年
１
２
月
２
２
日
付
け
教
生
指

第
９
１
７
号
で
埼
玉
県
教
育
局
市
町
村
支
援
部
生

徒
指
導
課
長
か
ら
、
「
埼
玉
県
い
じ
め
防
止
等
の
た

め
の
基
本
的
な
方
針
」
の
改
定
に
つ
い
て
通
知
が
あ

っ
た
。
 

本
市
に
お
い
て
は
、
平
成
３
０
年
２
月
の
策
定
以

降
、
令
和
５
年
１
１
月
に
改
訂
を
行
う
等
、
法
令
や

通
知
を
も
と
に
適
切
に
対
応
を
し
て
き
た
経
緯
が

あ
る
が
、
前
回
の
改
訂
か
ら
３
年
間
が
経
過
す
る
中

で
改
め
て
内
容
を
精
査
し
た
と
こ
ろ
、
事
業
の
見
直

し
に
よ
り
終
了
し
た
取
組
、
ま
た
新
た
に
実
施
し
て

い
る
取
組
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
 

そ
こ
で
、
記
載
さ
れ
た
内
容
を
改
め
て
見
直
す
と

と
も
に
必
要
に
応
じ
て
加
除
・
修
正
を
行
い
、
今
後

も
よ
り
一
層
、
い
じ
め
問
題
に
適
切
に
対
応
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
一
部
改
訂
を
す

1
 

令
和
８
年
４
月
に
改
訂
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た

経

緯
を
記
載
す
る
た
め
。
 

5



る
も
の
で
あ
る
。
 

２
 

連
絡
協
議
会
は
、
総
務
課
長
、
子
ど
も
家
庭
総
合
支

援
セ
ン
タ
ー
所
長
、
青
少
年
課
長
、
少
年
愛
護
セ
ン

タ
ー
所
長
、
人
権
男
女
共
同
参
画
課
長
、
埼
玉
県
中

央
児
童
相
談
所
担
当
課
長
、
上
尾
警
察
署
生
活
安
全

課
長
、
上
尾
市
生
徒
指
導
推
進
協
議
会
長
、
上
尾
市

青
少
年
育
成
連
合
会
長
、
上
尾
市
自
治
会
連
合
会

長
、
上
尾
市
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
長
、
上
尾
市
小
学
校
長

会
長
、
上
尾
市
中
学
校
長
会
長
で
構
成
す
る
。
ま
た
、

必
要
に
応
じ
て
他
の
者
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

連
絡
協
議
会
は
、
総
務
課
長
、
こ
ど
も
家
庭
保
健
課

長
、
少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長
、
人
権
男
女
共
同
参

画
課
長
、
埼
玉
県
中
央
児
童
相
談
所
担
当
課
長
、
上

尾
警
察
署
生
活
安
全
課
長
、
上
尾
市
生
徒
指
導
推
進

協
議
会
長
、
上
尾
市
青
少
年
育
成
連
合
会
長
、
上
尾

市
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
長
、
上
尾
市
小
学
校
長
会
長
、
上

尾
市
中
学
校
長
会
長
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
が
推
薦

す
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ

て
他
の
者
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2
 

子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

は
こ
ど
も
家
庭

保
健
課
と
な
っ
た
た
め
。
 

青
少
年
課
、
少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー
は
職
務
が
重
複
す

る
た
め
。
 

担
当
課
長
及
び
各
関
係
団
体
会
長
の
推
薦
に
よ
る

委
嘱
・
任
命
で
も
可
と
す
る
た
め
。
 

３
 

問
題
調
査
委
員
会
は
、
法
第
２
８
条
（
１
５
ペ
ー
ジ

参
照
）
に
定
め
る
重
大
事
態
の
う
ち
、
学
校
に
お
け

る
調
査
が
困
難
な
場
合
、
調
査
を
行
う
も
の
と
す

る
。
 

問
題
調
査
委
員
会
は
、
学
校
に
お
け
る
い
じ
め
防
止

等
の
た
め
の
対
策
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
と
と

も
に
、
法
第
２
８
条
（
１
６
ペ
ー
ジ
参
照
）
に
定
め

る
重
大
事
態
の
う
ち
、
学
校
に
お
け
る
調
査
が
困
難

な
場
合
、
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

3
 

該
当
ペ
ー
ジ
を
修
正
し
た
た
め
。
 

令
和
８
年
３
月
予
定
の
条
例
改
正
に
お
い
て
、
上
尾

市
い
じ
め
問
題
調
査
委
員
会
の
所
掌
事
務
を
追
加

す
る
た
め
。
 

４
 
•
い
じ
め
や
暴
力
行
為
の
防
止
に
関
す
る
研
修
会
を

実
施
し
、
資
質
能
力
の
向
上
を
図
る
。
 

•
い

じ
め

や
暴

力
行

為
の

防
止

に
関

す
る

研
修

会

（
オ
ン
ラ
イ
ン
及
び
オ
ン
デ
マ
ン
ド
形
式
に
よ
る

研
修
を
含
む
）
を
実
施
し
、
資
質
能
力
の
向
上
を
図

る
。
 

3
 

近
年
、
オ
ン
ラ
イ
ン
や
オ
ン
デ
マ
ン
ド
形
式
に
よ
る

研
修
を
設
定
し
て
お
り
、そ

れ
ら
も
研
修
会
に
含
む

た
め
。
 

５
 
記
載
な
し
 

•
「
い
じ
め
を
考
え
る
授
業
」
研
究
協
議
会
を
開
催

し
、
い
じ
め
を
許
さ
な
い
気
運
を
醸
成
す
る
た
め
の

授
業
づ
く
り
や
学
級
経
営
方
法
等
に
つ
い
て
学
び
、

教
職
員
の
い
じ
め
問
題
に
対
す
る
指
導
力
を
向
上

さ
せ
る
。
 

4
 

継
続
し
て
実
施
し
て
い
る
が
、項

目
に
適
す
る
内
容

で
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
。
 

６
 

(ｳ
)い

じ
め
の
な
い
学
級
づ
く
り
を
支
援
す
る
 

•
児
童
生
徒
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
学
級
診
断
ア

(ｳ
)い

じ
め
の
な
い
学
級
づ
く
り
を
支
援
す
る
 

•
社
会
性
や
人
間
関
係
ス
キ
ル
の
育
成
、
望
ま
し
い

4
 

学
級
診
断
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
実
施
し
て
い
た

心
理
検
査
は
、事

業
見
直
し
に
よ
り
令
和
７
年
度
か

6



セ
ス
メ
ン
ト
（
児
童
生
徒
の
学
級
満
足
度
・
学
級
生

活
意
欲
を
把
握
）
を
実
施
し
、
児
童
生
徒
の
集
団
の

中
で
の
位
置
の
変
化
を
把
握
し
、
い
じ
め
の
早
期
発

見
、
早
期
解
消
に
役
立
て
る
。
 

•
社
会
性
や
人
間
関
係
ス
キ
ル
の
育
成
、
望
ま
し
い

人
間
関
係
づ
く
り
の
取
組
を
促
す
。
 

人
間
関
係
づ
く
り
の
取
組
を
促
す
。
 

ら
中
止
し
て
い
る
た
め
。
 

７
 

(ｵ
)ネ

ッ
ト
い
じ
め
へ
の
対
応
を
推
進
す
る
 

•
ネ
ッ
ト
い
じ
め
を
含
め
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
情

報
モ
ラ
ル
や
知
識
、
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
「
青
少
年

の
ネ
ッ
ト
モ
ラ
ル
啓
発
Ｄ
Ｖ
Ｄ
」
等
を
活
用
し
、
適

切
な
ネ
ッ
ト
利
用
を
啓
発
す
る
。
 

•
ネ
ッ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら

れ
た
注
意
事
項
等
を
学
校
等
に
情
報
提
供
す
る
と

と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
用
に
関
す
る
ル
ー

ル
や
情
報
モ
ラ
ル
の
教
育
の
充
実
に
努
め
る
。
 

(
ｵ
)
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ

れ
る
い
じ
め
へ
の
対
応
を
推
進
す
る
 

•
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
よ
る
い
じ
め
を
含
む
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
情
報
モ
ラ
ル
教
育
を
推
進
す
る
た
め
、
埼
玉

県
が
作
成
し
た
啓
発
資
料
等
を
活
用
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上

の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
に
向
け
た
適
切
な
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
利
用
に
つ
い
て
啓
発
を
図
る
。
 

4
 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
よ
る
い
じ
め
へ
の
対
応
が
急
務
で
あ

る
た
め
。
ま
た
、
活
用
で
き
る
資
料
は
「
青
少
年
の

ネ
ッ
ト
モ
ラ
ル
啓
発
Ｄ
Ｖ
Ｄ
」
に
限
ら
な
い
た
め
。 

加
え
て
、
ネ
ッ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル
は
、
事
業
見
直
し
に

よ
り
令
和
７
年
度
か
ら
中
止
し
て
い
る
た
め
。
 

８
 

イ
 相

談
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
 

(ｱ
)い

じ
め
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
「
子
ど
も
・
い
じ
め

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」、
「
子
ど
も
・
い
じ
め
ホ
ッ
ト
メ
ー

ル
」
で
、
児
童
生
徒
及
び
保
護
者
か
ら
の
い
じ
め
に

関
す
る
相
談
に
応
じ
る
。
 

(
ｲ
)
相
談
員
の
対
応
力
の
向
上
を
図
る
た
め
、
研
修

を
充
実
す
る
。
 

(ｳ
)児

童
生
徒
・
保
護
者
・
教
職
員
向
け
の
い
じ
め
防

止
啓
発
資
料
を
作
成
・
配
布
す
る
。
 

(ｴ
)児

童
生
徒
用
「
い
じ
め
相
談
カ
ー
ド
」
を
作
成
・

配
布
す
る
。
 

イ
 相

談
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
 

(ｱ
)い

じ
め
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
「
子
ど
も
・
い
じ
め

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」、
「
子
ど
も
・
い
じ
め
ホ
ッ
ト
メ
ー

ル
」
で
、
児
童
生
徒
及
び
保
護
者
か
ら
の
い
じ
め
に

関
す
る
相
談
に
応
じ
る
。
 

(
ｲ
)
相
談
員
の
対
応
力
の
向
上
を
図
る
た
め
、
研
修

を
充
実
す
る
。
 

(ｳ
)児

童
生
徒
・
保
護
者
・
教
職
員
向
け
の
い
じ
め
防

止
啓
発
資
料
を
作
成
・
配
布
す
る
。
 

4
 

「
い
じ
め
相
談
カ
ー
ド
」
は
、
事
業
見
直
し
に
よ
り

作
成
し
て
い
な
い
た
め
。
 

7



９
 
記
載
な
し
 

•
「
夢
を
育
み

 
未
来
を
創
る

 
子
供
す
こ
や
か
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
開
催
し
、
生
徒
指
導
上
の
課
題
解

決
に
向
け
て
、
家
庭
・
地
域
・
関
係
団
体
が
一
体
的

と
な
っ
た
取
組
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。
 

5
 

継
続
し
て
実
施
し
て
い
る
が
、項

目
に
適
す
る
内
容

で
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
。
 

1
0 

•
「
な
か
よ
く
楽
し
い
学
校
生
活
を
送
る
た
め
の
標

語
 
～
い
じ
め
を
し
な
い

 
さ
せ
な
い

 
ゆ
る
さ
な

い
～
」
を
全
児
童
生
徒
か
ら
募
集
し
、
い
じ
め
根
絶

の
意
識
を
高
め
る
。
 

•
「
な
か
よ
く
楽
し
い
学
校
生
活
を
送
る
た
め
の
標

語
」
を
全
児
童
生
徒
か
ら
募
集
し
、
い
じ
め
防
止
の

意
識
を
高
め
る
。
 

5
 

現
在
「
～
い
じ
め
を
し
な
い
 さ

せ
な
い
 
ゆ
る
さ

な
い
～
」に

あ
た
る
サ
ブ
テ
ー
マ
を
削
除
し
て
い
る

た
め
。
 

ま
た
、
当
該
取
組
は
い
じ
め
防
止
を
趣
旨
と
し
て
い

る
た
め
。
 

1
1 

•い
じ
め
に
対
す
る
「
行
動
宣
言
」
を
行
い
、
ク
ラ
ス

や
学
校
単
位
で
「
い
じ
め
を
考
え
る
授
業
」
や
「
い

じ
め
が
起
き
に
く
い
ク
ラ
ス
づ
く
り
」
な
ど
に
活
用

し
、
一
人
一
人
が
い
じ
め
に
対
し
て
自
分
に
で
き
る

こ
と
を
考
え
て
も
ら
う
機
会
と
す
る
。
 

•
「
上
尾
市
い
じ
め
防
止
子
供
サ
ミ
ッ
ト
」
を
開
催

し
、
い
じ
め
防
止
に
向
け
て
児
童
生
徒
が
主
体
的
か

つ
実
践
的
な
活
動
を
行
う
。
ま
た
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
学
校
に
お
い
て
周
知
を
図
り
、
児
童
生
徒
の
い

じ
め
防
止
に
資
す
る
意
識
を
高
め
る
。
 

5
 

主
と
し
て
、「
上
尾
市
い
じ
め
防
止
子
供
サ
ミ
ッ
ト
」

を
と
お
し
て
主
体
的
な
取
組
を
推
進
し
て
い
る
た

め
。
 

1
2 

•人
権
作
文
・
標
語
集
を
活
用
し
、
児
童
会
・
生
徒
会

活
動
や
授
業
等
で
、
児
童
生
徒
が
い
じ
め
問
題
に
つ

い
て
、
主
体
的
に
考
え
、
話
し
合
う
取
組
を
推
進
す

る
。
 

•児
童
会
・
生
徒
会
活
動
や
授
業
等
で
、
児
童
生
徒
が

い
じ
め
問
題
に
つ
い
て
、
主
体
的
か
つ
実
践
的
な
取

組
を
推
進
す
る
。
 

5
 

い
じ
め
問
題
に
つ
い
て
主
体
的
か
つ
実
践
的
な
取

組
を
推
進
す
る
こ
と
、
人
権
作
文
・
標
語
集
を
活
用

す
る
こ
と
に
限
ら
な
い
た
め
。

 

1
3 

ク
 
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
も
、
い
じ
め
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
年
間
複
数
回
実
施
す
る
 

よ
う
努
め
る
。
 

ク
 
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
も
、
い
じ
め
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

7
 

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
回
数
は
、
毎
月
（
児
童
生
徒
対

象
）、

毎
学
期
（
保
護
者
対
象
）
と
明
確
に
定
め
て

い
る
た
め
。
 

1
4 

コ
 
重
大
事
態
へ
の
対
処
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
基

本
方
針
を
参
考
に
迅
速
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
。
 

コ
 
重
大
事
態
へ
の
対
処
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学

省
の
「
い
じ
め
の
重
大
事
態
の
調
査
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」「

埼
玉
県
基
本
方
針
」
及
び
「
上
尾
市
い

じ
め
重
大
事
態
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
則
り
迅
速
な

対
応
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

 

7
 

重
大
事
態
へ
の
対
処
は
、
文
部
科
学
省
の
「
い
じ
め

の
重
大
事
態
の
調
査
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

「
埼
玉
県
基
本
方
針
」
及
び
「
上
尾
市
い
じ
め
重
大

事
態
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
則
っ
て
対
応
す
る
た

め
。
 

8



1
5 

シ
 
策
定
し
た
学
校
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
に
つ
い

て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等
に
よ
り
、
 

保
護
者
や
地
域
住
民
が
内
容
を
容
易
に
確
認
で
き

る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
入
学
時
や
各
年
度
初
め

に
児
童
生
徒
、
保
護
者
、
関
係
機
関
等
に
説
明
す
る
。 

シ
 
策
定
し
た
学
校
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
に
つ
い

て
は
、
年
度
初
め
の
会
議
や
研
修
を
通
し
て
、
全
 

教
職
員
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等
に
よ
り
、
保
護
者
や
地
域
住

民
が
内
容
を
容
易
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
と

と
も
に
、
入
学
時
や
各
年
度
初
め
に
児
童
生
徒
、
保

護
者
、
関
係
機
関
等
に
説
明
す
る
。
 

7
 

学
校
で
策
定
す
る
学
校
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
に

つ
い
て
全
教
職
員
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
た
め
。
 

1
6 

(
ｲ
)
児
童
生
徒
及
び
保
護
者
を
対
象
に
、
い
じ
め
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
。
 

(
ｲ
)
児
童
生
徒
及
び
保
護
者
を
対
象
に
、
い
じ
め
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
。
 

 
な
お
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
保
存
期
間
は
、
実
施
年
度

後
５
年
間
と
す
る
。
 

12
 
ア
ン
ケ
ー
ト
の
保
存
期
間
を
定
め
る
た
め
。
 

1
7 

(ｳ
)「

彩
の
国
 
生
徒
指
導
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
に
あ
る

「
第

１
章

 
い
じ
め
防
止
に
つ
い
て
」
も
活
用
す

る
。
 

(
ｳ
)
県
教
育
委
員
会
の
「
彩
の
国

 
生
徒
指
導
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
」
に
あ
る
「
第
１
章

 
い
じ
め
防
止
に
つ

い
て
」
も
活
用
す
る
。
 

12
 
作
成
元
を
明
確
に
す
る
た
め
。

 

1
8 

(ｱ
) 
教
師
用
指
導
資
料
「
い
じ
め
の
な
い
学
校
を
目

指
し
て
」
に
あ
る
「
い
じ
め
が
生
じ
た
際
の
対
応
図
」

を
活
用
し
、
指
導
体
制
、
教
育
指
導
の
在
り
方
、
早

期
発
見
・
早
期
対
応
に
向
け
た
体
制
、
家
庭
・
地
域

と
の
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て
学
校
を
挙
げ
て
改

善
す
る
。
 

(ｱ
) 
学
校
い
じ
め
対
策
組
織
へ
の
情
報
提
供
 

上
尾
市
教
育
委
員
会
作
成
の
教
師
用
指
導
資
料
「
い

じ
め
の
な
い
学
校
を
目
指
し
て
」
等
を
活
用
し
、
指

導
体
制
、
教
育
指
導
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、

組
織
的
に
対
応
を
行
う
。
 

12
 
（
ア
）
に
係
る
項
目
名
の
記
載
が
な
く
、
内
容
を
整

理
し
、
項
目
名
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
。
 

1
9 

記
載
な
し
 

(ｲ
) 
い
じ
め
の
事
実
確
認
 

聴
き
取
り
調
査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
を
行
い
、
事

実
確
認
を
行
う
。
聴
き
取
り
調
査
を
行
う
際
は
、
聴

き
取
り
用
紙
を
準
備
す
る
な
ど
し
て
、
組
織
と
し
て

何
を
ど
の
よ
う
に
確
認
す
る
か
、
聴
き
取
り
事
項
を

予
め
共
有
す
る
。
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

12
 
い
じ
め
に
対
す
る
措
置
の
１
つ
と
し
て
、
い
じ
め
の

事
実
確
認
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
。
 

9



す
る
際
は
、
事
案
に
応
じ
、
ど
の
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー

ト
を
取
る
の
が
最
適
か
検
討
を
行
う
。
 

2
0 

(ｲ
) 
い
じ
め
る
児
童
生
徒
へ
の
指
導
・
措
置
 

(ｳ
) 
い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
へ
の
指
導
・
措
置
 

12
 

「
い
じ
め
の
重
大
事
態
の
調
査
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
に
よ
れ
ば
、「

い
じ
め
る
児
童
生
徒
」
を

「
い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
」
と
表
記
し
て
い
る

た
め
。
 

2
1 

記
載
な
し
 

(ｹ
) 
記
録
に
つ
い
て
 

「
学
校
い
じ
め
対
策
組
織
」
に
お
い
て
会
議
を
開
催

し
た
際
の
記
録
や
児
童
生
徒
へ
の
支
援
及
び
指
導

を
行
っ
た
際
の
記
録
を
作
成
し
、
保
存
し
て
お
く
体

制
を
整
え
る
。
ま
た
、
日
頃
の
学
校
教
育
活
動
の
中

で
作
成
、
取
得
し
た
メ
モ
等
を
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、

適
切
に
管
理
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
記
録
の
保
存

期
間
は
、
認
知
年
度
後
５
年
間
と
す
る
。
 

14
 
記
録
方
法
や
記
録
期
間
を
定
め
る
た
め
。
 

2
2 

ア
 「

重
大
事
態
」
の
意
味
を
全
関
係
者
が
理
解
し
て

お
く
。（

１
５
ペ
ー
ジ
参
照
）
 

ア
 
文
部
科
学
省
の
「
い
じ
め
の
重
大
事
態
の
調
査

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」「

埼
玉
県
基
本
方
針
」
及
 

び
「
上
尾
市
い
じ
め
重
大
事
態
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

に
則
り
「
重
大
事
態
」
の
定
義
や
対
応
に
つ
い
 

て
、
年
度
初
め
の
会
議
や
研
修
を
通
し
て
、
全
関
係

者
が
理
解
す
る
。（

１
６
ペ
ー
ジ
参
照
）
 

15
 
重
大
事
態
に
つ
い
て
全
教
職
員
が
理
解
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た
め
。
 

2
3 

上
尾
市
教
育
委
員
会
が
主
体
と
な
り
調
査
を
行
う

際
に
は
、
問
題
調
査
委
員
会
が
調
査
に
あ
た
る
。
こ

の
組
織
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
、
精
神
科
医
、

学
識
経
験
者
及
び
心
理
や
福
祉
の
専
門
家
等
の
専

門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該

い
じ
め
事
案
の
関
係
者
と
直
接
の
人
間
関
係
又
は

上
尾
市
教
育
委
員
会
が
主
体
と
な
り
調
査
を
行
う

際
に
は
、
第
三
者
委
員
会
方
式
（
問
題
調
査
委
員

会
）
、
も
し
く
は
教
育
委
員
会
等
方
式
で
調
査
に
あ

た
る
。
問
題
調
査
委
員
会
の
組
織
の
構
成
に
つ
い
て

は
、
弁
護
士
、
精
神
科
医
、
学
識
経
験
者
及
び
心
理

や
福
祉
の
専
門
家
等
の
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を

17
 

令
和
７
年
１
月
に
改
訂
し
た
上
尾
市
い
じ
め
重
大

事
態
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
、
調
査
組
織
を
追

加
し
た
た
め
。
 

10



特
別
の
利
害
関
係
を
有
し
な
い
者
（
第
三
者
）
の
参

加
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
調
査
の
公
平
性
・
中

立
性
を
確
保
す
る
。
 

ま
た
、
学
校
が
主
体
と
な
り
調
査
を
行
う
際
に
は
、

法
第
２
２
条
に
基
づ
く
い
じ
め
の
防
止
等
の
対
策

の
た
め
の
組
織
を
母
体
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
ス

ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
等
の
専
門
家
を
加
え
た
組
織
が
調
査
に

あ
た
る
。
 

有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
い
じ
め
事
案
の
関
係
者

と
直
接
の
人
間
関
係
又
は
特
別
の
利
害
関
係
を
有

し
な
い
者
（
第
三
者
）
の
参
加
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

当
該
調
査
の
公
平
性
・
中
立
性
を
確
保
す
る
。
一
方
、

教
育
委
員
会
等
方
式
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
の

指
導
主
事
に
加
え
て
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス

ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
の
専
門
家
が
調

査
に
あ
た
る
。
 

2
4 

い
じ
め
を
受
け
た
児
童
生
徒
 

対
象
児
童
生
徒
 

15
 

18
 

文
部
科
学
省
の
「
い
じ
め
の
重
大
事
態
の
調
査
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
れ
ば
、
重
大
事
態
事
案

に
お
け
る
「
い
じ
め
を
受
け
た
児
童
生
徒
」
を
「
対

象
児
童
生
徒
」
と
表
記
し
て
い
る
た
め
。
 

2
5 

い
じ
め
た
児
童
生
徒
 

い
じ
め
を
行
っ
た
児
童
生
徒
 

18
 

文
部
科
学
省
の
「
い
じ
め
の
重
大
事
態
の
調
査
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
れ
ば
、
重
大
事
態
事
案

に
お
け
る
「
い
じ
め
た
児
童
生
徒
」
を
「
い
じ
め
を

行
っ
た
児
童
生
徒
」
と
表
記
し
て
い
る
た
め
。
 

2
6 

こ
れ
ら
の
調
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
国
の
基
本

方
針
の
別
添
「
学
校
に
お
け
る
『
い
じ
め
の
防
止
』

『
早
期
発
見
』『

い
じ
め
に
対
す
る
措
置
』
の
ポ
イ
ン

ト
」
を
参
考
に
し
つ
つ
、
事
案
の
重
大
性
を
踏
ま
え

て
、
上
尾
市
教
育
委
員
会
が
積
極
的
に
指
導
・
支
援

す
る
。
関
係
機
関
と
も
適
切
に
連
携
し
、
対
応
に
当

た
る
。
 

こ
れ
ら
の
調
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
国
の
基
本

方
針
の
別
添
「
学
校
に
お
け
る
『
い
じ
め
の
防
止
』

『
早
期
発
見
』『

い
じ
め
に
対
す
る
措
置
』
の
ポ
イ
ン

ト
」
に
加
え
て
、
文
部
科
学
省
の
「
い
じ
め
の
重
大

事
態
の
調
査
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
「
埼
玉
県

基
本
方
針
」
及
び
「
上
尾
市
い
じ
め
重
大
事
態
対
応

マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
則
っ
て
対
応
す
る
と
と
も
に
、
事

案
の
重
大
性
を
踏
ま
え
て
、
上
尾
市
教
育
委
員
会
が

積
極
的
に
指
導
・
支
援
す
る
。

 

18
 

重
大
事
態
へ
の
対
処
は
、
「
学
校
に
お
け
る
『
い
じ

め
の
防
止
』『
早
期
発
見
』『
い
じ
め
に
対
す
る
措
置
』

の
ポ
イ
ン
ト
」
に
加
え
て
、
文
部
科
学
省
の
「
い
じ

め
の
重
大
事
態
の
調
査
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

「
埼
玉
県
基
本
方
針
」
及
び
「
上
尾
市
い
じ
め
重
大

事
態
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
則
っ
て
対
応
す
る
た

め
。
 

11



2
7 

児
童
生
徒
の
入
院
や
死
亡
な
ど
、
い
じ
め
ら
れ
た
児

童
生
徒
か
ら
の
聴
き
取
り
が
不
可
能
な
場
合
は
、
当

該
児
童
生
徒
の
保
護
者
の
要
望
・
意
見
を
十
分
に
聴

取
し
、
迅
速
に
当
該
保
護
者
に
今
後
の
調
査
に
つ
い

て
協
議
し
、
調
査
に
着
手
す
る
。
調
査
方
法
と
し
て

は
、
在
籍
児
童
生
徒
や
教
職
員
に
対
す
る
質
問
紙
調

査
や
聴
き
取
り
調
査
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
 

児
童
生
徒
の
入
院
や
死
亡
な
ど
、
対
象
児
童
生
徒
か

ら
の
聴
き
取
り
が
不
可
能
な
場
合
は
、
当
該
児
童
生

徒
の
保
護
者
の
要
望
・
意
見
を
十
分
に
聴
取
し
、
迅

速
に
当
該
保
護
者
に
今
後
の
調
査
に
つ
い
て
協
議

し
、
調
査
に
着
手
す
る
。
調
査
方
法
と
し
て
は
、
こ

れ
ま
で
の
学
校
の
記
録
の
確
認
等
か
ら
事
実
関
係

を
整
理
し
た
り
、
在
籍
児
童
生
徒
や
教
職
員
に
対
す

る
質
問
紙
調
査
や
聴
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
り
す

る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

 

18
 

文
部
科
学
省
の
「
い
じ
め
の
重
大
事
態
の
調
査
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
は
、
聴
き
取
り
が
不
可
能

な
場
合
の
対
応
と
し
て
、「

こ
れ
ま
で
の
学
校
の
記

録
の
確
認
等
か
ら
事
実
関
係
を
整
理
し
た
り
」
す
る

こ
と
も
明
記
が
あ
る
た
め
。
 

2
8 

い
じ
め
が
そ
の
要
因
と
し
て
疑
わ
れ
る
場
合
の
背

景
調
査
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
８
条
第
１

 
項
に
定

め
る
調
査
に
相
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
在
り
方

に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
、「

子
供
の
自
殺

が
起
き
た
と
き
の
背
景
調
査
の
指
針
」
（
平
成
２
７

年
３
月
児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
に
関
す
る
調
査
研

究
協
力
者
会
議
）
を
参
考
と
す
る
も
の
と
す
る
。
 

い
じ
め
が
そ
の
要
因
と
し
て
疑
わ
れ
る
場
合
の
背

景
調
査
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
８
条
第
１

 
項
に
定

め
る
調
査
に
相
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
在
り
方

に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
、「

児
童
生
徒
の

自
殺
が
起
き
た
と
き
の
背
景
調
査
の
指
針
」
（
令
和

７
年
１
２
月
改
訂
）
を
参
考
と
す
る
も
の
と
す
る
。
 

18
 

令
和
７
年
１
２
月
改
訂
に
文
部
科
学
省
の
「
児
童
生

徒
の
自
殺
が
起
き
た
と
き
の
背
景
調
査
の
指
針
」
が

改
訂
さ
れ
た
た
め
。
 

2
9 

「
彩
の
国
 生

徒
指
導
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
 

県
教
育
委
員
会
の
「
彩
の
国

 
生
徒
指
導
ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
」
 

19
 
作
成
元
を
明
確
に
す
る
た
め
。

 

3
0 

記
載
な
し
 

(ｷ
)関

係
資
料
の
保
存
に
つ
い
て
 

重
大
事
態
調
査
に
活
用
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
や
そ
の

回
答
、
ア
ン
ケ
ー
ト
や
聴
き
取
り
を
ま
と
め
た
文
書

等
は
、
指
導
要
録
の
保
存
期
間
を
踏
ま
え
、
当
該
児

童
生
徒
の
卒
業
後
５
年
間
保
存
す
る
。
調
査
報
告
書

に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。
但
し
、
保
存
期
間
が
迫

る
状
況
に
お
い
て
、
再
調
査
に
向
け
た
具
体
的
な
動

き
が
あ
る
場
合
に
は
適
宜
保
存
期
間
を
延
長
す
る
。
 

19
 

い
じ
め
重
大
事
態
に
係
る
関
係
資
料
の
保
存
に
つ

い
て
、
「
上
尾
市
い
じ
め
重
大
事
態
対
応
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
に
示
し
て
い
る
た
め
。
 

12



上
尾
市
に
お
け
る
部
活
動
の
地
域
展
開
に
向
け
た
基
本
方
針
（
令
和
８
年
３
月
改
訂
版
）
に
係
る
新
旧
対
照
表
 

 
改
正
前
 

改
訂
後
 

頁
 

改
訂
理
由
 

１
 

【
全
 
体
】
 

地
域
移
行
 

【
全
 
体
】
 

地
域
展
開
 

全
 

令
和
７
年
５
月
に
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
・
文
化
庁
「『

地

域
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
創
造
と
部
活
動
改
革
に
関

す
る
実
行
会
議
』
最
終
と
り
ま
と
め
」
が
公
表
さ
れ
、

部
活
動
改
革
の
理
念
や
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
在
り

方
等
を
よ
り
的
確
に
表
す
観
点
か
ら
、「
地
域
移
行
」

と
い
う
名
称
を
「
地
域
展
開
」
に
変
更
す
る
こ
と
が

示
さ
れ
た
た
め
。
 

２
 

【
 
第
１
章
 
】
 

１
 
は
じ
め
に
 

※
追
記
 

  

な
お
、
令
和
７
年
５
月
に
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
・
文
化

庁
「『

地
域
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
創
造
と
部
活
動
改

革
に
関
す
る
実
行
会
議
』
最
終
と
り
ま
と
め
」
が
公

表
さ
れ
、
部
活
動
改
革
の
理
念
や
地
域
ク
ラ
ブ
活
動

の
在
り
方
等
を
よ
り
的
確
に
表
す
観
点
か
ら
、
「
地

域
移
行
」
と
い
う
名
称
を
「
地
域
展
開
」
に
変
更
す

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
市
に
お
い
て
も

そ
の
意
義
を
鑑
み
、
名
称
を
改
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

３
 

本
改
訂
の
背
景
に
つ
い
て
の
記
載
が
必
要
と
な

っ
た
た
め
。
 

３
 

【
 
第
３
章
 
】
 

１
 
目
標
及
び
地
域
ク
ラ
ブ
の
定
義
 

Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
の
定
義
 

上
尾
市
内
を
主
た
る
活
動
場
所
と
し
て
、
「
上
尾
市

立
中
学
校
に
係
る
部
活
動
の
方
針
」
に
基
づ
く
活
動

を
行
っ
て
い
る
こ
と
等
が
上
尾
市
教
育
委
員
会
に

   上
尾
市
内
を
主
た
る
活
動
場
所
と
し
て
、
「
上
尾
市

立
中
学
校
に
係
る
部
活
動
の
方
針
」
に
基
づ
く
活
動

を
行
っ
て
い
る
こ
と
等
が
上
尾
市
教
育
委
員
会
に

10
 

国
が
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
で
用
い
て
い
る
用

語
と
そ
ろ
え
る
た
め
。
 

13



よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
 

よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
 

４
 

・
そ
こ
で
、
上
尾
市
で
は
、
学
校
教
育
の
一
環
と
し

て
学
校
が
実
施
し
て
き
た
「
休
日
の
学
校
部
活

動
」
を
、
上
尾
市
が
主
体
と
な
っ
て
、
生
涯
学
習

の
一
環
と
し
て
地
域
の
団
体
が
実
施
主
体
と
な

る
活
動
に
移
行
で
き
る
よ
う
、「

AG
EO

地
域
ク
ラ

ブ
」
を
創
設
す
る
。
な
お
、「

AG
EO

地
域
ク
ラ
ブ
」

と
は
、
上
尾
市
内
を
主
た
る
活
動
場
所
と
し
て
、

「
上
尾
市
立
中
学
校
に
係
る
部
活
動
の
方
針
」
に

基
づ
く
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
等
が
、
上
尾
市

教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
ク
ラ
ブ

チ

ー
ム
と
す
る
。
 

・
そ
こ
で
、
上
尾
市
で
は
、
学
校
教
育
の
一
環
と
し

て
学
校
が
実
施
し
て
き
た
「
休
日
の
学
校
部
活

動
」
を
、
上
尾
市
が
主
体
と
な
っ
て
、
生
涯
学
習

の
一
環
と
し
て
地
域
の
団
体
が
実
施
主
体
と
な

る
活
動
に
展
開
で
き
る
よ
う
、「

AG
EO

地
域
ク
ラ

ブ
」
を
創
設
す
る
。
な
お
、「

AG
EO

地
域
ク
ラ
ブ
」

と
は
、
上
尾
市
内
を
主
た
る
活
動
場
所
と
し
て
、

「
上
尾
市
立
中
学
校
に
係
る
部
活
動
の
方
針
」
に

基
づ
く
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
等
が
、
上
尾
市

教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
ク
ラ
ブ
チ

ー
ム
と
す
る
。
 

10
 

国
が
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
で
用
い
て
い
る
用

語
と
そ
ろ
え
る
た
め
。
 

５
 

３
 
基
本
構
想
 

（
運
営
事
業
者
）
 

Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
代
表
者
会
議
 

【
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
※
１
】
 

     ※
１
…
指
導
者
（
団
体
）
の
確
保
や
管
理
、
学
校
と

の
連
携
、
協
賛
企
業
の
募
集
等
、
地
域
ク
ラ

ブ
活
動
全
体
の
調
整
・
運
営
役

 

  

 （
運
営
事
業
者
【
運
営
団
体
】）

 

Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
代
表
者
会
議
 

【
統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
※
１
】
 

     ※
１
※
…
指
導
者
（
団
体
）
の
確
保
や
管
理
、
学
校

と
の
連
携
、
協
賛
企
業
の
募
集
等
、
地
域

ク
ラ
ブ
活
動
全
体
の
調
整
・
運
営
役
 

★
民
間
事
業
者
に
委
託
 

 

12
 

 

 
国
が
用
い
て
い
る
文
言
で
あ
る
「
運
営
団
体
」
を

本
市
構
想
に
当
て
は
め
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
。
 

ま
た
、
過
去
２
年
間
（
令
和
６
・
７
年
度
）
に
お

け
る
実
証
事
業
の
成
果
と
課
題
を
踏
ま
え
、
統
括
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
い
う
名
称
の
方
が
、
運
営
実
態

に
即
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
至
っ
た
た
め
。
 

 
 同
じ
く
統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
業
務
に
つ
い

て
は
、
民
間
事
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
を
今
後
の
基

本
と
す
る
た
め
。
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（
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
）
 

    公
認
地
域
指
導
者
※
３
（
市
民
等
・
教
員
※
４
）
 

※
３
…
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る

団
体
の
公
認
を
受
け
た
指
導
者

 

※
４
…
教
員
は
、
兼
職
兼
業
の
許
可
を
受
け
た
者
に

限
る
 

 

（
 
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る
団
体

【「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
」
実
施
主
体
団
体
】）

 

➣
 
各
種
目
に
「
種
目
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
実
施

主
体
代
表
者
）」

を
配
置
 

 認
定
地
域
指
導
者
※
３
（
市
民
等
・
教
員
※
４
）
 

★
認
定
地
域
指
導
者
は
、
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
主

催
研
修
に
必
ず
参
加
す
る
 

※
３
…
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る

団
体
の
公
認
を
受
け
た
指
導
者

 

※
４
…
教
員
は
、
兼
職
兼
業
の
許
可
を
受
け
た
者
に

限
る
 

 
過
去
２
年
間
（
令
和
６
・
７
年
度
）
に
お
け
る
実

証
事
業
の
成
果
と
課
題
を
踏
ま
え
、
種
目
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
配
置
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
認
識
に

至
っ
た
た
め
。
 

  
国
が
用
い
て
い
る
文
言
で
あ
る
「
認
定
」
と
い
う

名
称
を
本
市
構
想
に
当
て
は
め
て
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
。
 

 
ま
た
、本

市
に
お
け
る
認
定
地
域
指
導
者
に
課
す

研
修
へ
の
出
席
に
つ
い
て
明
記
す
る
こ
と
で
、
指
導

者
へ
の
研
修
参
加
意
識
を
高
め
た
い
と
考
え
た
た

め
。
 

６
 

１
 令
和
８
年
８
月
よ
り
、
上
尾
市
立
中
学
校
の
休
日

の
学
校
部
活
動
を
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
移
行
す
る

こ
と
を
目
標
と
す
る
。
 

・
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
と
学
校
部
活
動
の
連
携
が
必
要

な
場
合
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
な
ど

し
た
情
報
等
の
引
き
継
ぎ
を
丁
寧
に
行
う
。
 

・
休
日
の
学
校
部
活
動
に
つ
い
て
は
、
令
和
８
年
８

月
よ
り
、
地
域
に
移
行
す
る
こ
と
を
目
標
と
す

る
。
そ
の
際
、
令
和
８
年
度
学
校
総
合
体
育
大
会

終
了
ま
で
は
、
学
校
部
活
動
と
し
て
、
休
日
に
活

動
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
。
 

・
な
お
、
平
日
の
学
校
部
活
動
に
つ
い
て
は
、
現
行

ど
お
り
、
教
員
が
指
導
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
さ

１
 令
和
８
年
８
月
よ
り
、
上
尾
市
立
中
学
校
の
休
日

の
学
校
部
活
動
を
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
展
開
す
る
。
 

・
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
と
学
校
部
活
動
の
連
携
が
必
要

な
場
合
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
な
ど

し
た
情
報
等
の
引
き
継
ぎ
を
丁
寧
に
行
う
。
 

・
休
日
の
学
校
部
活
動
に
つ
い
て
は
、
令
和
８
年
８

月
よ
り
、
地
域
に
展
開
す
る
。

 

・
な
お
、
平
日
の
学
校
部
活
動
に
つ
い
て
は
、
当
面

の
間
、
現
行
ど
お
り
、
教
員
が
指
導
す
る
こ
と
と

す
る
が
、
さ
ら
な
る
活
動
時
間
の
適
正
化
等
や
、

平
日
の
部
活
動
改
革
に
係
る
検
討
を
進
め
る
。

（
※
後
述
参
照
）
 

※
中
体
連
主
催
大
会
に
は
、
当
面
の
間
、
平
日
の
学

13
 

 過
去
２
年
間
の
実
証
や
検
討
を
踏
ま
え
、
よ
り
実

態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 
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ら
な
る
活
動
時
間
の
適
正
化
等
を
進
め
る
。
（
※

後
述
参
照
）
 

校
部
活
動
か
ら
の
参
加
を
基
本
と
す
る
。
 

７
 

２
 各
種
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
実
施
に
当
た
り
、
各
ス

ポ
ー
ツ
及
び
文
化
芸
術
活
動
を
統
括
す
る
団
体
を

募
集
す
る
。
 

※
各
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
に
つ
い
て

は
、
ス
ポ
ー
ツ
協
会
、
ス
ポ
ー
ツ
協
会
に
加
盟
す

る
競
技
団
体
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を

中
心
に
募
集
す
る
。
 

※
各
文
化
芸
術
活
動
を
統
括
す
る
団
体
に
つ
い
て

は
、
市
民
団
体
等
を
中
心
に
募
集
し
、
必
要
に
応

じ
て
民
間
企
業
と
の
連
携
も
検
討
す
る
。
 

２
 各
種
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
実
施
に
当
た
り
、
各
ス

ポ
ー
ツ
及
び
文
化
芸
術
活
動
を
統
括
す
る
団
体
を

募
集
す
る
。
 

※
各
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
に
つ
い
て

は
、
ス
ポ
ー
ツ
協
会
、
ス
ポ
ー
ツ
協
会
に
加
盟
す

る
競
技
団
体
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を

中
心
に
募
集
す
る
。
 

※
各
文
化
芸
術
活
動
を
統
括
す
る
団
体
に
つ
い
て

は
、
市
民
団
体
等
を
中
心
に
募
集
し
、
必
要
に
応

じ
て
民
間
企
業
と
の
連
携
も
検
討
す
る
。
 

※
各
種
目
の
統
括
団
体
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
種
目
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
実
施
主
体
代
表
者
）」

を
配
置

し
、
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
と
の
連
携
を
図
る
。
 

13
 

 過
去
２
年
間
（
令
和
６
・
７
年
度
）
に
お
け
る
実

証
事
業
の
成
果
と
課
題
を
踏
ま
え
、
種
目
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
配
置
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
認
識
に

至
っ
た
た
め
。
 

８
 

３
 

 
※
複
数
の
中
学
校
の
生
徒
を
参
加
対
象
と
し
た

合
同
で
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
実
施
も
可
と
す
る
。
 

３
 

 
※
複
数
の
中
学
校
の
生
徒
を
参
加
対
象
と
し
た

合
同
で
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
実
施
を
基
本
と
す

る
。
 

13
 

 過
去
２
年
間
の
実
証
や
検
討
を
踏
ま
え
、
よ
り
実

態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

９
 

４
 

 
市
は
、
各
ス
ポ
ー
ツ
及
び
文
化
芸
術
活
動
を
統
括

す
る
団
体
の
代
表
者
を
集
め
た
「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク

ラ
ブ
代
表
者
会
議
」
を
設
置
し
、
運
営
事
業
者
と
し

て
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
業
務
及
び
管
理
を
行
う
。
 

４
 

 
市
は
、
各
ス
ポ
ー
ツ
及
び
文
化
芸
術
活
動
を
統
括

す
る
団
体
の
代
表
者
を
集
め
た
「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク

ラ
ブ
代
表
者
会
議
」
を
設
置
し
、
運
営
事
業
者
と
し

て
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
業
務
及
び
管
理
を
行
う
。
 

13
 

 過
去
２
年
間
の
実
証
や
検
討
を
踏
ま
え
、
よ
り
実

態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 
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※
「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
業
務
」
は
、
民
間
事
業
者
に
委
託
す
る
。
 

1
0 

５
 

※
保
護
者
や
地
域
の
理
解
を
得
る
た
め
、
地
域
ク
ラ

ブ
運
営
に
係
る
費
用
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
、
保

護
者
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
・
配
布
等
を
通
し

て
、
啓
発
活
動
を
実
施
す
る
。
 

５
 

※
保
護
者
や
地
域
の
理
解
を
得
る
た
め
、
地
域
ク
ラ

ブ
運
営
に
係
る
費
用
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
、
地

域
・
保
護
者
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
・
配
布
等

を
通
し
て
、
啓
発
活
動
を
実
施
す
る
。
 

13
 

 過
去
２
年
間
の
実
証
や
検
討
を
踏
ま
え
、
よ
り
実

態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

1
1 

５
 
実
施
主
体
と
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
へ
の
生

徒
の
参
加
 

（
１
）
実
施
主
体
 

・
各
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
は
、
ス
ポ
ー

ツ
協
会
、
ス
ポ
ー
ツ
協
会
に
加
盟
す
る
競
技
団

体
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
中
心
に
募

集
す
る
。
ま
た
、
各
文
化
芸
術
活
動
を
統
括
す
る

団
体
は
、
市
民
団
体
等
を
中
心
に
募
集
し
、
必
要

に
応
じ
て
民
間
企
業
と
の
連
携
も
検
討
す
る
。
 

   ・
各
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
は
、
ス
ポ
ー

ツ
協
会
、
ス
ポ
ー
ツ
協
会
に
加
盟
す
る
競
技
団

体
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
中
心
に
募

集
す
る
。
ま
た
、
各
文
化
芸
術
活
動
を
統
括
す
る

団
体
は
、
市
民
団
体
等
を
中
心
に
募
集
し
、
必
要

に
応
じ
て
民
間
企
業
と
の
連
携
も
検
討
す
る
。
な

お
、
各
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
団
体
を
統
括
す
る

団
体
（
「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
」
実
施
主
体
団

体
）
に
つ
い
て
は
、
原
則
１
団
体
を
認
定
す
る
が
、

複
数
の
拠
点
に
指
導
者
を
派
遣
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
は
、
複
数
の
統
括
団
体
を
認
定
す
る
場

合
も
あ
る
。
 

・
各
実
施
主
体
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
種
目
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
（
実
施
主
体
団
体
代
表
者
）
」
を
配
置

し
、
指
導
者
の
確
保
や
調
整
、
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク

ラ
ブ
統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
の
ス
ム
ー
ズ

14
 

   各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る
団
体

を
選
定
す
る
際
、「

１
団
体
単
独
で
の
４
拠
点
の
活

動
運
営
」
が
可
能
な
統
括
団
体
が
無
い
場
合
、
複
数

の
団
体
を
選
定
す
る
こ
と
を
柔
軟
に
取
り
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
。
 

       過
去
２
年
間
（
令
和
６
・
７
年
度
）
に
お
け
る
実

証
事
業
の
成
果
と
課
題
を
踏
ま
え
、
種
目
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
配
置
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
認
識
に

至
っ
た
た
め
。
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な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
 

1
2 

・
活
動
拠
点
に
つ
い
て
は
、
１
拠
点
か
ら
整
備
し
、

参
加
者
数
の
増
加
状
況
に
応
じ
て
拠
点
を
増
や

し
て
い
く
。
最
終
的
に
は
、
市
内
を
４
つ
の
地
域

に
分
け
て
拠
点
を
設
け
る
こ
と
を
目
指
す
。
４
拠

点
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、

JR
 
高
崎
線
を
基
準
と

し
て
、
東
側
に
２
拠
点
、
西
側
に
２
拠
点
を
設
け

る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
地
域
に
よ
っ
て
、
参
加

人
数
に
差
が
生
じ
る
こ
と
等
も
考
慮
し
、
拠
点
に

つ
い
て
は
、
４
拠
点
に
拘
り
過
ぎ
ず
、
柔
軟
に
設

置
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
 

 

【
 Ａ

Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
の
活
動
拠
点

 】
 

 

・
活
動
拠
点
に
つ
い
て
は
、
１
拠
点
か
ら
整
備
し
、

参
加
者
数
の
増
加
状
況
に
応
じ
て
拠
点
を
増
や

し
て
い
く
。
最
終
的
に
は
、
市
内
を
４
つ
の
地
域

に
分
け
て
拠
点
を
設
け
る
こ
と
を
目
指
す
。
４
拠

点
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
JR

高
崎
線
を
基
準
と
し

て
、
東
側
に
２
拠
点
、
西
側
に
２
拠
点
を
設
け
る

こ
と
と
す
る
。
な
お
、
地
域
に
よ
っ
て
、
参
加
人

数
に
差
が
生
じ
る
こ
と
、
ま
た
種
目
の
特
性
や
参

加
生
徒
等
の
移
動
時
の
安
全
等
を
考
慮
し
、
拠
点

に
つ
い
て
は
、
４
拠
点
に
拘
り
過
ぎ
ず
、
柔
軟
に

設
置
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

 

 
【
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
の
活
動
拠
点
（
原
則
）】
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Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
の
活
動
拠
点
に
つ
い
て

は
、「

４
拠
点
設
置
を
原
則
」
と
す
る
が
、
種
目
の

特
性
、
そ
の
他
の
事
情
等
を
鑑
み
、
柔
軟
に
対
応
す

る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
た
め
。
 

 

1
3 

・
各
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
活
動
を
統
括
す
る
団
体

の
認
定
条
件
と
し
て
、
以
下
の
３
つ
を
基
本
と
す

る
。
な
お
、
認
定
条
件
を
満
た
さ
な
い
地
域
ク
ラ

ブ
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
と
し
て

の
認
定
を
行
わ
な
い
。
 

【
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
実
施
主
体
へ
の
認
定
条
件
】
 

条
件
①
「
生
徒
が
安
心
し
て
、
安
全
に
活
動
が
で
き

る
こ
と
」
  

…
「
上
尾
市
立
中
学
校
に
係
る
部
活
動
の
方
針
」
の

遵
守
や
、
指
導
者
研
修
の
充
実
、
施
設
の
整
備
等

に
よ
り
、
学
校
部
活
動
と
同
様
に
、
参
加
生
徒

が
、
安
心
し
て
、
安
全
に
活
動
で
き
る
環
境
を
整

・
各
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
活
動
を
統
括
す
る
団
体

（「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
」
実
施
主
体
団
体
）
の

認
定
を
受
け
る
に
当
た
り
満
た
す
べ
き
要
件
は
、

以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
 

・
な
お
、
別
途
「
上
尾
市
認
定
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
『
Ａ

Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
』
実
施
主
体
団
体
の
認
定
に

関
す
る
要
綱
」
を
策
定
し
、
要
綱
に
基
づ
き
、「

Ａ

Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
」
実
施
主
体
団
体
の
認
定
を

行
う
こ
と
と
す
る
。
 

【
「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
」
実
施
主
体
団
体
へ
の

認
定
要
件
】
 

要
件
１

 
学
校
部
活
動
が
担
っ
て
き
た
教
育
的
意

15
 

 
令
和
７
年
１
２
月
に
、
国
が
新
た
に
「
地
域
ク
ラ

ブ
活
動
の
認
定
制
度
」
と
い
う
概
念
を
示
し
た
。
 

「
上
尾
市
に
お
け
る
部
活
動
の
地
域
移
行
に
向
け

た
基
本
方
針
」
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
「
認
定
要

件
」を

定
め
て
い
た
が
、Ａ

Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
が
、

中
体
連
主
催
大
会
等
の
上
位
大
会
に
出
場
し
た
場

合
等
を
想
定
し
た
際
、
国
が
示
す
認
定
制
度
に
即
し

た
内
容
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た

た
め
。
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備
す
る
。
 

条
件
②
「
専
門
性
の
あ
る
指
導
が
行
え
る
こ
と
」
  

…
参
加
生
徒
に
対
し
、
当
該
種
目
の
経
験
が
豊
富
な

専
門
性
の
高
い
指
導
者
に
よ
る
指
導
を
行
う
。
ま

た
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
そ
の
活
動
に
親
し
む
こ
と

の
素
晴
ら
し
さ
を
参
加
生
徒
に
伝
え
て
い
く
。
 

条
件
③
「
持
続
可
能
な
指
導
体
制
が
構
築
で
き
る
こ

と
」
  

…
活
動
の
維
持
、
運
営
に
係
る
費
用
を
抑
え
、
低
廉

な
会
費
設
定
に
努
め
る
と
と
も
に
、
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地

域
ク
ラ
ブ
で
指
導
を
受
け
た
生
徒
が
、
将
来
的
に

指
導
者
等
と
し
て
支
え
る
立
場
に
な
る
こ
と
が

で
き
る
な
ど
、
少
子
高
齢
化
の
社
会
に
お
い
て
も

持
続
可
能
な
指
導
体
制
を
実
現
す
る
。
 

義
を
継
承
・
発
展
さ
せ
た
活
動
で
あ
り
、
生

徒
が

身
近
な

地
域
で

希
望

す
る

活
動

に
主

体
的
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、

豊
か

で
幅
広

い
活
動

機
会

の
保

障
に

寄
与

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
 

要
件
２

 
適
切
な
活
動
時
間
や
休
養
日
が
設
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
 

要
件
３
 
活
動
の
維
持
・
運
営
に
必
要
な
範
囲
で
、

可
能

な
限
り

低
廉
な

参
加

費
等

が
設

定
さ

れ
て
い
る
こ
と
 

※
「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
」
代
表
者
会
議

が
定

め
る

参
加

費
等

設
定

額
に

同
意

し

て
い
る
こ
と
 

要
件
４

 
適
切
な
指
導
の
実
施
体
制
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と
 

要
件
５

 
適
切
な
安
全
確
保
の
体
制
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と
 

要
件
６

 
適
切
な
運
営
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る

こ
と
 

 
※
（
４
・
５
・
６
に
つ
い
て
）「

Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク

ラ
ブ
」
代
表
者
会
議
が
規
定
す
る
指
導
及
び
安

全
確
保
並

び
に
運

営
体
制

の
確

保
に
係

る
規

定
に
同
意
し
、
そ
の
と
お
り
体
制
を
整
え
て
い

る
こ
と
 

要
件
７

 
学
校
等
と
の
連
携
が
適
切
に
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
 

 
※
「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
」
代
表
者
会
議
が
、
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学
校
へ
の

情
報
提

供
を
一

括
し

て
行
う

に
当

た
り
、
必
要
な
情
報
（
活
動
計
画
・
活
動
実
績
・

大
会
等
に
お
け
る
顕
著
な
実
績

 
等
）
を
Ａ
Ｇ

Ｅ
Ｏ
地
域

ク
ラ
ブ

統
括
コ

ー
デ

ィ
ネ
ー

タ
ー

に
報
告
す
る
こ
と
 

1
4 

（
２
）
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
の
指
導
者
 

・
参
加
生
徒
が
、
安
心
し
て
、
安
全
に
活
動
で
き
る

よ
う
、「

上
尾
市
立
中
学
校
に
係
る
部
活
動
方
針
」

等
を
遵
守
す
る
指
導
者
が
、

AG
EO
 
地
域
ク
ラ
ブ

に
お
け
る
指
導
を
担
う
。
ま
た
、
当
該
種
目
に
関

す
る
豊
富
な
経
験
を
生
か
し
て
、
専
門
性
の
高
い

指
導
が
で
き
る
者
を
指
導
者
と
す
る
。

AG
EO
 
地

域
ク
ラ
ブ
の
指
導
者
は
、
実
施
主
体
と
し
て
認
定

さ
れ
た
各
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
団
体
を
統
括
す

る
団
体
等
に
よ
る
研
修
を
受
け
、
そ
の
団
体
の
公

認
指
導
者
と
し
て
認
定
を
得
る
こ
と
等
と
す
る
。
 

 ・
上
尾
市
教
育
委
員
会
は
、
教
員
が
、
AG
EO
 地

域
ク

ラ
ブ
で
の
指
導
を
希
望
す
る
場
合
、
地
域
の
指
導

者
の
１
人
と
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
活
動

の
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
報
酬

を
受
け
取
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
従
事
を
許

可
す
る
仕
組
み
を
整
え
る
。
な
お
、
教
員
が

 A
GE
O 

地
域
ク
ラ
ブ
の
指
導
者
と
し
て
従
事
す
る
際
は
、

文
部
科
学
省
・
ス
ポ
ー
ツ
庁
・
文
化
庁
「
公
立
学

校
の
教
師
等
が
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
従
事
す
る

 ・
参
加
生
徒
が
、
安
心
し
て
、
安
全
に
活
動
で
き
る

よ
う
、「

上
尾
市
立
中
学
校
に
係
る
部
活
動
方
針
」

等
を
遵
守
す
る
指
導
者
が
、
AG
EO

地
域
ク
ラ
ブ
に

お
け
る
指
導
を
担
う
。
ま
た
、
当
該
種
目
に
関
す

る
豊
富
な
経
験
を
生
か
し
て
、
専
門
性
の
高
い
指

導
が
で
き
る
者
を
指
導
者
と
す
る
。
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地

域
ク
ラ
ブ
の
指
導
者
は
、
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ

代
表
者
会
議
（
統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）
が
主

催
す
る
研
修
を
受
け
、
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
の

認
定
指
導
者
と
し
て
公
認
を
得
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ・
上
尾
市
教
育
委
員
会
は
、
教
員
が
、
AG
EO

地
域
ク

ラ
ブ
で
の
指
導
を
希
望
す
る
場
合
、
地
域
の
指
導

者
の
１
人
と
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
活
動

の
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
報
酬

を
受
け
取
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
従
事
を
許

可
す
る
仕
組
み
を
整
え
る
。
な
お
、
教
員
が

AG
E
O

地
域
ク
ラ
ブ
の
指
導
者
と
し
て
従
事
す
る
際
は
、

文
部
科
学
省
・
ス
ポ
ー
ツ
庁
・
文
化
庁
「
公
立
学

校
の
教
師
等
が
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
従
事
す
る

16
 

 

過
去
２
年
間
の
実
証
や
検
討
を
踏
ま
え
、
よ
り
実

態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

20



場
合
の
兼
職
兼
業
に
つ
い
て
（
手
引
き
）（

令
和
３

年
２
月
）」

に
基
づ
き
、
必
要
な
手
続
き
を
行
う
こ

と
と
す
る
。
 

場
合
の
兼
職
兼
業
に
つ
い
て
（
手
引
き
）（

令
和
３

年
２
月
）」

を
受
け
、
上
尾
市
教
育
委
員
会
学
校
教

育
部
学
務
課
が
作
成
し
た
「
上
尾
市
立
小
・
中
学

校
教
職
員
が
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
従
事
す
る
場

合
の
兼
職
兼
業
の
手
引
き
（
令
和
６
年
９
月
）
」
に

基
づ
き
、
必
要
な
手
続
き
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

1
5 

（
３
）
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
へ
の
生
徒
の
参
加
 

 ・
参
加
申
込
の
手
順
等
に
つ
い
て
は
、
各
ス
ポ
ー
ツ
・

文
化
芸
術
活
動
を
統
括
す
る
団
体
の
指
示
に
従

う
。
 

（
３
）
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
へ
の
生
徒
（
児
童
）

の
参
加
 

・
参
加
申
込
の
手
順
等
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地

域
ク
ラ
ブ
統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
指
示
に

従
う
。
 

・
な
お
、
可
能
な
範
囲
（
一
部
種
目
に
限
定
）
で
、

小
学
生
等
の
参
加
を
可
と
す
る
。
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過
去
２
年
間
の
実
証
や
検
討
を
踏
ま
え
、
よ
り
実

態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

ま
た
、
児
童
の
参
加
に
つ
い
て
、
可
能
な
範
囲
で

認
め
る
こ
と
で
、
多
様
な
世
代
と
の
交
流
を
通
し
た

豊
か
な
体
験
機
会
を
生
み
出
せ
る
こ
と
が
実
証
で

き
、
今
後
も
継
続
し
て
取
り
組
み
た
い
と
い
う
意
向

が
あ
る
た
め
。
 

1
6 

（
４
）
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
と
し
て
の
中
体
連
主

催
大
会
等
へ
の
参
加
 

・
令
和
８
年
８
月
よ
り
、
休
日
の
学
校
部
活
動
が
地

域
ク
ラ
ブ
活
動
に
移
行
で
き
た
場
合
に
は
、
令
和

８
年
度
の
学
校
総
合
体
育
大
会
ま
で
、
学
校
部
活

動
か
ら
の
参
加
と
な
る
。
但
し
、
既
に
埼
玉
県
中

学
校
体
育
連
盟
よ
り
認
定
を
受
け
て
い
る
地
域

ク
ラ
ブ
か
ら
の
中
体
連
主
催
大
会
等
へ
の
参
加

は
妨
げ
な
い
。
 

・
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
と
し
て
の
中
体
連
主
催
大

会
等
へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
上
尾
市
中
学
校
体

育
連
盟
の
指
示
に
従
う
。
但
し
、
各
種
目
の

 A
GE
O 

地
域
ク
ラ
ブ
が
、
中
体
連
主
催
大
会
等
へ
の
参
加

（
４
）
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
と
し
て
の
中
体
連
主

催
大
会
等
へ
の
参
加
 

・
令
和
８
年
度
以
降
も
、
学
校
総
合
体
育
大
会
及
び

新
人
体
育
大
会
（
中
体
連
主
催
大
会
）
に
は
、
当

面
の
間
、
学
校
部
活
動
か
ら
の
参
加
を
基
本
と

し
、
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
が
参
加
を
希
望
す
る

場
合
は
、
上
尾
市
中
学
校
体
育
連
盟
に
相
談
す
る

と
と
も
に
、
埼
玉
県
中
学
校
体
育
連
盟
の
規
定
に

基
づ
き
、
検
討
及
び
手
続
き
を
行
う
。
な
お
、
中

体
連
主
催
大
会
以
外
の
大
会
に
つ
い
て
は
、
無
理

の
な
い
範
囲
で
参
加
す
る
。
 

16
 

Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
か
ら
の
大
会
参
加
に
つ

い
て
は
、
令
和
８
年
度
以
降
も
、
当
面
の
間
は
行
わ

な
い
こ
と
を
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
。
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を
希
望
す
る
場
合
は
、
埼
玉
県
中
学
校
体
育
連
盟

に
申
請
し
、
地
域
ク
ラ
ブ
と
し
て
の
参
加
に
つ
い

て
、
事
前
に
認
定
を
受
け
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
。
 

1
7 

６
 平

日
の
学
校
部
活
動
 

上
尾
市
教
育
委
員
会
と
し
て
は
、
休
日
の
学
校
部

活
動
の
地
域
ク
ラ
ブ
へ
の
移
行
と
併
せ
て
、
平
日
の

学
校
部
活
動
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
内
容
に
つ
い

て
、
取
組
を
推
進
す
る
。
 

な
お
、
平
日
の
学
校
部
活
動
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動

へ
の
移
行
等
に
係
る
検
討
は
、
令
和
８
年
度
よ
り
開

始
す
る
。
 

 

（
１
）
活
動
時
間
の
適
正
化
を
図
る
  

・
令
和
５
年
３
月
に
「
上
尾
市
立
中
学
校
に
係
る

部
活
動
の
方
針
」
を
改
訂
し
、
休
養
日
や
活
動

時
間
等
に
つ
い
て
、
見
直
し
た
と
こ
ろ
で
は
あ

る
が
、
さ
ら
に
生
徒
が
参
加
し
や
す
く
、
教
員

が
指
導
に
従
事
し
や
す
い
活
動
と
す
る
た
め
、

休
養
日
や
活
動
時
間
の
適
正
化
を
進
め
る
。
 

６
 
平
日
の
学
校
部
活
動
 

 
上
尾
市
教
育
委
員
会
と
し
て
は
、
休
日
の
学
校
部

活
動
の
地
域
ク
ラ
ブ
へ
の
展
開
と
併
せ
て
、
平
日
の

学
校
部
活
動
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
内
容
に
つ
い

て
、
取
組
を
推
進
す
る
。
 

な
お
、
平
日
の
学
校
部
活
動
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動

へ
の
展
開
等
に
係
る
検
討
に
つ
い
て
も
、
休
日
に
引

き
続
き
実
施
す
る
。
 

 （
１
）
活
動
時
間
の
適
正
化
を
図
る
 

・
教
育
委
員
会
で
は
、
適
宜
「
上
尾
市
立
中
学
校

に
係
る
部
活
動
の
方
針
」
を
改
訂
し
、
休
養
日

や
活
動
時
間
等
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
行
っ
て

い
る
が
、
さ
ら
に
生
徒
が
参
加
し
や
す
く
、
教

員
が
指
導

に
従
事

し
や
す

い
活

動
と
す

る
た

め
、
休
養

日
や
活

動
時
間

の
適

正
化
を

進
め

る
。
 

17
 

過
去
２
年
間
の
実
証
や
検
討
を
踏
ま
え
、
よ
り
実

態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

1
8 

（
２
）
指
導
体
制
の
見
直
し
を
図
る
  

・
教
員
で
は
な
く
、
部
活
動
指
導
員
が
顧
問
と
な

り
、
指
導
や
大
会
引
率
を
担
え
る
体
制
を
構
築

す
る
。（

ア
ッ
ピ
ー
部
活
動
コ
ー
チ
の
配
置
）
ま

た
、
教
員
を
顧
問
と
す
る
も
の
の
、
直
接
指
導

（
２
）
指
導
体
制
の
見
直
し
を
図
る
 

・
教
育
委
員
会
に
よ
る
研
修
を
受
け
た
ア
ッ
ピ
ー
部

活
動
サ
ポ
ー
タ
ー
等
の
配
置
に
よ
り
、
教
員
の
負

担
を
軽
減
す
る
体
制
を
構
築
す
る
。
 

1
7 

 
教
員
の
負
担
を
軽
減
す
る
体
制
を
構
築
す
る
と

い
う
目
的
を
は
っ
き
り
と
示
す
た
め
。
 

22



や
大
会
引
率
に
従
事
し
な
い
等
、
負
担
を
軽
減

す
る
体
制
を
構
築
す
る
。
（
ア
ッ
ピ
ー
部
活
動

サ
ポ
ー
タ
ー
の
配
置
）
な
お
、
ア
ッ
ピ
ー
部
活

動
コ
ー
チ

及
び
ア

ッ
ピ
ー

部
活

動
サ
ポ

ー
タ

ー
の
配
置
に
当
た
り
、
指
導
者
の
資
質
向
上
に

資
す
る
研
修
を
実
施
す
る
。
 

1
9 

（
５
）
複
数
の
活
動
を
経
験
で
き
る
活
動
日
数
や
時

間
へ
の
配
慮
を
検
討
す
る
  

・
学
校
の
運
動
部
活
動
に
つ
い
て
、
保
健
体
育
科
の

教
育
課
程
の
考
え
に
則
り
、
例
え
ば
、
シ
ー
ズ
ン

制
の
導
入
な
ど
、
運
動
部
活
動
で
も
複
数
の
ス
ポ

ー
ツ
等
を
幅
広
く
経
験
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
 

・
部
活
動
の
活
動
日
数
や
活
動
時
間
を
見
直
し
、
生

徒
が
希
望
す
れ
ば
、
特
定
の
運
動
・
文
化
芸
術
種

目
だ
け
で
な
く
、
他
の
部
活
動
や
地
域
で
の
活
動

も
含
め
て
様
々
な
活
動
を
同
時
に
経
験
で
き
る

よ
う
に
す
る
。
 

※
記
載
取
り
消
し
 

17
 

 
現
在
に
お
い
て
、記

載
の
内
容
に
つ
い
て
の
方
向

に
つ
い
て
は
、検

討
す
段
階
で
は
な
い
と
い
う
状
況

を
受
け
、実

態
に
即
す
記
載
に
改
め
る
必
要
が
あ
る

た
め
。
 

2
0 

７
 組

織
 

（
１
）
 上

尾
市
教
育
委
員
会
（
部
活
動
地
域
移
行
調

整
会
議
）
 

イ
 組

 織
  

（
ア
）
事
務
局
は
、
以
下
の
４
課
で
構
成
す
る
。
 

・
教
育
総
務
部
生
涯
学
習
課
（
地
域
文
化
芸
術

活
動
担
当
）
 

・
教
育
総
務
部
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
（
地
域
ス
ポ

ー
ツ
担
当
）
 

７
 
組
織
 

（
１
）
上
尾
市
教
育
委
員
会
（
部
活
動
地
域
展
開
調

整
会
議
）
 

イ
 
組
織
 
 
 

（
ア
）
事
務
局
は
、
学
校
教
育
部
指
導
課
と
す
る
。

な
お

、
包
括

的
に
本

事
業

を
推

進
す

る
た

め
、
以
下
の
３
課
と
の
連
携
を
適
宜
行
う
。
 

・
教
育
総
務
部
生
涯
学
習
課
（
地
域
文
化
芸

術
活
動
担
当
）
 

18
 

 
休
日
に
続
く
平
日
の
地
域
展
開
を
検
討
す
る
に

当
た
り
、従

来
の
検
討
体
制
を
継
続
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
至
っ
た
た
め
。
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・
学
校
教
育
部
学
務
課
（
教
職
員
の
兼
職
兼
業

等
担
当
）
 

・
学
校
教
育
部
指
導
課
（
学
校
部
活
動
担
当
）
 

（
イ
）
な
お
、
令
和
７
年
度
ま
で
、
学
校
部
活
動
及

び
地

域
ク
ラ

ブ
活
動

の
主

管
課

は
学

校
教

育
部
指
導
課
が
担
い
、
令
和
８
年
度
以
降
、

休
日
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
は
、
文
化
芸
術
活

動
に

係
る
も

の
を
教

育
総

務
部

生
涯

学
習

課
が
、
ス
ポ
ー
ツ
に
係
る
も
の
を
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
が
担
う
こ
と
と
す
る
。
（
平
日
の
学

校
部
活
動
の
主
管
課
は
、
学
校
教
育
部
指
導

課
と
す
る
。）

 

・
教
育
総
務
部
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
（
地
域
ス

ポ
ー
ツ
担
当
）
 

・
学
校
教
育
部
学
務
課
（
教
職
員
の
兼
職
兼

業
等
担
当
）
 

（
イ
）
な
お
、
平
日
を
含
め
た
学
校
部
活
動
の
地
域

展
開

が
完
了

し
た
後

、
地

域
ク

ラ
ブ

活
動

は
、
文
化
芸
術
活
動
に
係
る
も
の
を
教
育
総

務
部
生
涯
学
習
課
が
、
ス
ポ
ー
ツ
に
係
る
も

の
を

ス
ポ
ー

ツ
振
興

課
が

担
う

こ
と

と
す

る
。
 

2
1 

（
３
）
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
代
表
者
会
議
 

ア
 
設
置
の
趣
旨
 

本
事
業
の

コ
ー
デ

ィ
ネ
ー

タ
ー

業
務
を

行
う

と
と
も
に
、
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括

す
る
団
体
と
連
携
し
、
適
切
な
活
動
の
実
施
に
係

る
全
体
運
営
・
管
理
を
行
う
。
 

    ウ
 
組
織
（
案
）
 

Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ

地
域
ク

ラ
ブ
コ

ー
デ

ィ
ネ
ー

タ
ー

及
び
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す

る

団
体
の
代
表
者
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
ま
た
、
Ａ

（
３
）
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
代
表
者
会
議
（
Ａ
Ｇ

Ｅ
Ｏ

地
域
ク

ラ
ブ
統

括
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
：
運
営
団
体
）
 

 
ア
 
設
置
の
趣
旨
 
 
 

本
事

業
の
統

括
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

業
務

を
行
う
と
と
も
に
、
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活

動
を
統
括
す
る
団
体
（
種
目
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
）
と
連
携
し
、
適
切
な
活
動
の
実
施
に
係
る

全
体
運
営
・
管
理
を
行
う
。
 

 ウ
 
組
織
 
 

Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ

地
域
ク

ラ
ブ
統

括
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
及
び
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統

括

す
る
団
体
の
代
表
者
（
種
目
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

19
 

 
過
去
２
年
間
の
実
証
や
検
討
を
踏
ま
え
、よ

り
実

態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 
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Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を

含

む
代
表
者
会
議
委
員
は
、
教
育
委
員
会
が
委
嘱
す

る
。
 

ー
）
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
ま
た
、
代
表
者
会
議

委
員
は
、
教
育
委
員
会
が
委
嘱
す
る
。
 

2
2 

（
４
）
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
 

  イ
 所

掌
事
務
  

・
公
認
地
域
指
導
者
の
採
用
（
確
保
）・

研
修
・
派

遣
 等

 

（
４
）
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る
団

体
（「

Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
」
実
施
主
体
団

体
）
 

イ
 所

掌
事
務
  

・
認
定
地
域
指
導
者
の
採
用
（
確
保
）・

研
修
・
派

遣
 
等
 

19
 

 
国
が
用
い
て
い
る
文
言
で
あ
る
「
認
定
」
と
い
う

名
称
を
本
市
構
想
に
当
て
は
め
て
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
。
 

 

2
3 

第
４
章
 
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
 

Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
体
制
の
構
築
に
向
け
た

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
以
下
に
示
す
。
な
お
、
令
和
６
年

２
月
現
在
の
予
定
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
過
程
で
変

更
の
必
要
性
が
生
じ
た
場
合
は
、
適
宜
改
訂
す
る
。
 

第
４
章
 
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
 

 
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
体
制
の
構
築
に
向
け
た

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
以
下
に
示
す
。
な
お
、
令
和
８
年

３
月
現
在
の
実
績
及
び
予
定
で
あ
り
、
今
後
の
検
討

過
程
で
変
更
の
必
要
性
が
生
じ
た
場
合
は
、
適
宜
改

訂
す
る
。
 

20
 

過
去
２
年
間
の
実
績
や
今
後
の
検
討
の
方
向
性

等
を
踏
ま
え
、よ

り
実
態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ

る
必
要
が
あ
る
た
め
。
 

2
4 

令
和
６
年
度
 

・
「
上
尾
市
に
お
け
る
部
活
動
の
地
域
移
行
に
向
け

た
基
本
方
針
」
策
定
 

・
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
代
表
者
会
議
発
足
 

・
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
 

・
Ａ
Ｂ
Ｃ
配
置
に
よ
る
実
証
事
業
実
施
 

・
運
営
事
業
者
の
整
備
充
実
（
業
務
フ
ロ
ー
作
成
・

管
理
シ
ス
テ
ム
検
討
 等

）
 

・
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
の

先
行
募
集
及
び
一
部
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動

先
行
実
施
 

令
和
６
年
度
 

・
「
上
尾
市
に
お
け
る
部
活
動
の
地
域
移
行
に
向
け

た
基
本
方
針
」
策
定
 

・
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
代
表
者
会
議
発
足
 

・
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

業
務
委
託
 

・
Ａ
Ｂ
Ｃ
配
置
に
よ
る
実
証
事
業
実
施
 

・「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
」
管
理
運
営
体
制
の
構
築
 

・
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
の

先
行
募
集
及
び
一
部
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動

先
行
実
施
 

20
 

過
去
２
年
間
の
実
績
や
今
後
の
検
討
の
方
向
性

等
を
踏
ま
え
、よ

り
実
態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ

る
必
要
が
あ
る
た
め
。
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・
ニ
ー
ズ
調
査
 

・
種
目
別
活
動
拠
点
（
案
）
作
成
 

・
地
域
団
体
版
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル

作
成
 等

 

・
参
加
児
童
生
徒
の
ニ
ー
ズ
調
査
 

・
令
和
７
年
度
「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
」
実
証
事

業
実
施
要
項
作
成
 

・
地
域
団
体
版
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル

作
成
 
等
 

2
5 

令
和
７
年
度
 

・
一
部
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
先
行
実
施
 

※
令
和
６
年
度
の
先
行
実
施
実
績
を
踏
ま
え
検

討
す
る
。
 

・
各
種
目
活
動
拠
点
決
定
 

・
広
報
（
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
配
布
）
 

・
学
校
部
活
動
と
の
連
携
事
項
確
認
・
調
整
（
会
場
・

備
品
等
の
扱
い
 等

）
 

・
事
前
希
望
調
査
・
地
域
ク
ラ
ブ
メ
ン
バ
ー
推
計
・

拠
点
調
整
 

・
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
の

募
集
 

・
各
Ａ
Ｂ
Ｃ
及
び
各
Ａ
Ｂ
Ｓ
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を

統
括
す
る
団
体
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
実
施
 

・
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
へ

の
研
修
の
実
施
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
確
認

 等
 

令
和
７
年
度
 

・
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

業
務
委
託
 

・
一
部
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
先
行
実
施
 

 
※
令
和
６
年
度
の
先
行
実
施
実
績
を
踏
ま
え
検

討
す
る
。
 

・
完
全
展
開
時
の
各
種
目
活
動
拠
点
決
定
 

・
広
報
（
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
配
布
）
 

・
学
校
部
活
動
と
の
連
携
事
項
確
認
・
調
整
（
会
場
・

備
品
等
の
扱
い
 
等
）
 

・
事
前
希
望
調
査
・
地
域
ク
ラ
ブ
メ
ン
バ
ー
推
計
・

拠
点
調
整
 

・
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
の

募
集
 

・
各
Ａ
Ｂ
Ｃ
及
び
各
Ａ
Ｂ
Ｓ
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を

統
括
す
る
団
体
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
実
施
 

・
各
種
目
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
統
括
す
る
団
体
へ

の
研
修
の
実
施
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
確
認
 

・
平
日
の
学
校
部
活
動
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
へ
の
移

行
等
に
係
る
検
討
開
始
 

・
「
上
尾
市
に
お
け
る
部
活
動
の
地
域
展
開
に
向
け

20
 

過
去
２
年
間
の
実
績
や
今
後
の
検
討
の
方
向
性

等
を
踏
ま
え
、よ

り
実
態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ

る
必
要
が
あ
る
た
め
。
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た
基
本
方
針
」
一
部
改
訂

 
等
 

2
6 

令
和
８
年
８
月
  

・
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
の
開
始
（
３
年
生
の
大
会

終
了
後
 

令
和
８
年
８
月
 

 

・
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
「
完
全
展
開
」
 

2
0 

過
去
２
年
間
の
実
績
や
今
後
の
検
討
の
方
向
性

等
を
踏
ま
え
、よ

り
実
態
に
即
し
た
内
容
に
合
わ
せ

る
必
要
が
あ
る
た
め
。
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◇「上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則」の概要 

 

１ 改正の理由 

職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例（令和７年７月４日公布・令和７年１０月１日施行）が一部

改正されたことに伴い、部分休業の取扱いが一部変更となった。 

それに伴い、上尾市立小・中学校職員服務規程を一部改正し、運用できるよう

にするために改正するものである。 

 

 

２ 改正点 

学校職員は、部分休業の請求に係る申出又は申出の内容の変更にあたり、第１ 

号部分休業又は第２号部分休業のいずれの部分休業とするか部分休業申出書 

（第７号様式の４）により教育委員会に提出しなければならないこととした。 

また、第１号部分休業を請求する場合は第１号部分休業簿（第７号様式の４の

２）を、第２号部分休業を請求する場合は第２号部分休業簿（第７号様式の４の

３）により教育委員会に請求しなければならないこととした。 
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【補足】 

○部分休業の請求を申し出る単位期間（１年の期間）は、毎年４月１日から翌

年３月３１日までの期間となる。 

○学校職員が１年につき請求できる第２号部分休業の上限は、次のとおりであ

る。 

・常勤職員７７時間３０分（経過措置として令和７年度は38時間45分） 

・非常勤職員１日当たりの勤務時間に１０を乗じて得た時間 

（経過措置として令和７年度は１日当たりの勤務時間に5を乗じて得た期間） 

○第２号部分休業において、例外的に次に掲げる時間数を承認できることとす

る。 

・１回の勤務に割り振られている勤務時間に１時間未満の端数があり、学校 

職員がその勤務時間の全てについて承認を請求した場合、割り振られた 

勤務時間数 

・第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数があり、学校職員がその残 

時間数の全てについて部分休業を請求した場合、残時間数 

○特別な事情がある場合は、次に掲げる場合である。 

・配偶者が負傷又は疾病により入院したこと 

・配偶者と別居したこと 

・その他の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、 

申出の変更を行わなければ部分休業に係る子の養育に著しい支障が生じる 

と県教育委員会が認める事情 

○部分休業の承認の請求が可能な非常勤職員の要件から「１日につき定められ 

た勤務時間が６時間１５分以上である勤務時間があるもの」が撤廃される。

○育児休暇が承認されている場合、第１号部分休業は、育児休暇の時間と合わ 

せて１日につき２時間を超えない範囲内となる。 

 

 

３ 施行期日   

令和８年４月１日 
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◇上尾市立小・中学校職員服務規程（昭和３２年１０月８日教育委員会規則第４号）  

新旧対照表 
 

改正前（  改正部分） 改正後（ 太字 改正部分） 
 
（育児休業等） 

第１７条の２ 略 

２ 略 

３ 職員は、育児休業法第１９条第１項の規定によ 

り部分休業の承認を受けようとするときは、第７号 

様式の４による部分休業承認請求書をもって教育委 

員会に請求しなければならない。                      

                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 略 

５ 職員は、第１項から第３項まで  の規定によ 

る請求に関し、教育委員会の指示があった場合は、当 

該請求の事由を証明する書類を提出しなければなら 

ない。 

 

 

 

 
（出勤） 

第１７条の２ 略 

２ 略 

３ 職員は、育児休業法第１９条第２項の規定によ

り部分休業の請求に係る申出をしようとするとき

は、７号様式の４による部分休業申出書を教育委員

会に提出しなければならない。同条第３項の規定に

より申出の内容を変更しようとするときも、同様と

する。 

４ 前項の申出を行った職員は、育児休業法第１９

条第１項の規定により部分休業の承認を受けようと

するときは、同条第２項第１号に掲げる範囲内で請

求する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）

の請求にあっては第７号様式の４の２による第１号

部分休業簿を、同項第２号に掲げる範囲内で請求す

る部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の請

求にあっては第７号様式の４の３による第２号部分

休業簿をもって教育委員会に請求しなければならな

い。 

５ 略 

６ 職員は、第１項、第２項及び第４項の規定によ

る請求に関し、教育委員会の指示があった場合は、当

該請求の事由を証明する書類を提出しなければなら

ない。 
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改正後 

第７号様式の４（第 17 条の２関係） 
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改正前 

第７号様式の４（第 17 条の２関係） 
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改正前 

第７号様式の４（第 17 条の２関係） 
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（新設） 

第７号様式の４の２（第 17 条の２関係） 
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（新設） 

第７号様式の４の３（第 17 条の２関係） 
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◇部分休業について 
 
１ 現状 

取得可能な職員においては、勤務時間の始め又は終わりにおいて２時間の範囲内で取 
得している。（３０分単位） 

 
２ 改正点 

学校職員は、部分休業の請求に係る申出又は申出の内容の変更にあたり、第１号部分休 

業又は第２号部分休業のいずれの部分休業とするか部分休業申出書（第７号様式の４）

により教育委員会に提出しなければならないこととした。 

また、第１号部分休業を請求する場合は第１号部分休業簿（第７号様式の４の２）を 

第２号部分休業を請求する場合は第２号部分休業簿（第７号様式の４の３）により教育

委員会に請求しなければならないこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 得られる効果など 
（１）勤務時間の始め又は終わりではなく、勤務時間の任意の時間に２時間の範囲内で取

得できるようになったため、部分休業がより取得しやすい環境となった。 
（２）第２号部分休業では、１年につき７７時間３０分（１０日相当）の範囲内で取得す

ることができ、１日単位で取得することも可能となった。より柔軟な制度となり、
ワークライフバランスを保持しながら勤務できるようになった。 

 
 
４ 今後のスケジュールについて 

（１）令和８年３月定例教育委員会に議案提出 
（２）議決後、速やかに各学校に通知し、令和８年４月１日から運用開始とする。 
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◇「上尾市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則」の概要 

 

１ 改正の理由 

 卒業証書中に句点が示されているため、句点を削除し、適切な卒業証書様式に

するためのものである。 

 

 

２ 改正点 

卒業証書中「証する。」を「証する」に改めたこと 

 

 

３ 施行期日   

令和８年４月１日 
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◇
上
尾
市
立
小
・
中
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
３
２
年
上
尾
市
教
育
委
員
会
規
則
第
５
号
）

 
新
旧
対
照
表

 
 

改
正
前
（
 
 
改
正
部
分
）
 

改
正
後
（

 
太
字
 
改
正
部
分
）
 

別
記
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

                 

別
記
様
式
（
第
９
条
関
係
）
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◇卒業証書について 
 
１ 法的根拠 
（１）学校教育法施行規則第五十八条 
   校長は、小学校の全過程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければな

らない。 
（２）上尾市立小・中学校管理規則第９条 
   卒業証書は、別記様式による。 
 
 
２ 卒業証書授与について 

上尾市立小・中学校においては、３月実施の卒業証書授与式で各校長が児童生徒に授与 

している。やむを得ず卒業証書授与式を欠席した児童生徒については、当日中に、時間 
を遅らせるなどの対応をとり、各校長が直接授与している。 

 

３ 卒業証書の様式について 

  上尾市立小・中学校管理規則別記様式による。文体については、句読点を使用しない。 
 
４ 今後のスケジュールについて 
（１）令和８年３月定例教育委員会に議案提出 
（２）議決後、速やかに各学校に通知し、令和８年４月１日から運用開始とする。 
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●上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程 

（平成22年教育委員会訓令第１号） 

 
 

 

教育総務部教育総務課 

事項 事務 教育委

員会決

裁 

教育長

専決 

部長

専決 

課長

専決 

５ 教育委員会に

対する請願の

処理に関する

事項 

請願を受理し、処理すること。 重要な

もの 

軽易な

もの 

  

６ 入学準備金及

び奨学金に関

する事項 

（１） 入学準備金又は奨学金の貸付を決定し、

又は当該決定を取り消し、若しくは停止するこ

と。 

  ○  

（２） 入学準備金及び奨学金の返還を管理する

こと。 
   ○ 

 

凡例 「○○○」を加える場合・・・○○○ →太字＆網掛け 

ただし、改正する条等の部分のみ表記 

【改正要旨】 

教育委員会に対する請願の処理に関する事項の決裁区分を定めるもの。 

（教育総務部教育総務課の表関連） 
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